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 社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもっ

て誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。 

 

社会保険労務士の義務と責任 

１． 品位の保持 

社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨として、良心

と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。 

２． 知識の涵養  

社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養

し理論と実務に精通しなければならない。 

３． 信頼の高揚 

社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信

頼に応えなければならない。 

４． 相互の信義 

    社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交

流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。 

５． 守秘の義務 

社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。

業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。 
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福 井 県 社 会 保 険 労 務 士 会 会 則 

 

第１章 総  則 

（名 称） 

第 １ 条  本会は、福井県社会保険労務士会と称する。 

 

(事務所の所在地) 

第 ２ 条  本会は、事務所を福井県福井市に置く。 

 

（目 的） 

第 ３ 条  本会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業

務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目

的とする。 

 

（事 業） 

第 ４ 条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１） 会員の品位を保持するため、会員の指導、及び連絡を行うこと。 

（２） 会員の資質の向上を図るため、社会保険労務士業務に関する研修を行う

こと。 

（３） 社会保険労務士の業務の改善進歩を図るため調査研究を行うこと。 

（４） 社会保険労務士制度の普及宣伝を行うこと。 

（５） 社会保険労務士法（以下「法」という。）別表第１に掲げる労働及び社

会保険に関する法令（以下「労働社会保険諸法令」という。）に関する調

査研究を行うこと。 

（６） 全国社会保険労務士会連合会（以下「連合会」という。）が行う社会保

険労務士の登録及び社会保険労務士法人の届出に関する事務を行うこと。 

（７） 連合会が行う社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験の実施

に関する事務に協力を行うこと。 

（８） 会報の発行を行うこと。 

（９） 業務関係図書及び資料の斡旋並びに頒布を行うこと。 

（10） 関係行政機関等に対する協力及び連絡を行うこと。 

（11） 会員の福利厚生に関する施策を行うこと。 

（12） 認証個別労働関係紛争解決手続の業務を行うこと。 

(13)  連合会及び都道府県会相互の連絡協議を行うこと。 
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  （14） その他本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。 

 

（支 部） 

第 ５ 条  前条の事業を円滑に実施するため本会に支部を置く。 

２  会員は、別に定めるところにより支部に所属するものとする。 

３  支部の組織及び運営に関し、必要な事項は、支部細則で定める。 

 

（通知等） 

第 ６ 条  会員に対する通知、書類の送達は、会員が本会に届け出ている連絡先に

対して行う。 

 

 

第２章  会  員 

（会 員） 

第 ７ 条  本会の会員は、第２項各号及び第３項各号に掲げる登録を受けた所在地

等が福井県の区域内にある社会保険労務士及び社会保険労務士法人とする。 

２  社会保険労務士である会員（以下「個人会員」という。）は次の各号のい

ずれかに該当するものをいう。 

（１） 前項に規定する区域に事務所を有する社会保険労務士 

（２） 次項各号に規定する社会保険労務士法人の事務所に所属する社員である

社会保険労務士 

（３） 前項に規定する区域にある事務所に勤務する者で法第２条に規定する事

務を行う社会保険労務士 

（４） 前各号のいずれにも該当しない社会保険労務士 

３  社会保険労務士法人である会員（以下「法人会員」という。）は、各号の

いずれかに該当するものをいう。 

（１） 第１項に規定する区域に主たる事務所を有する社会保険労務士法人 

（２） 第１項に規定する区域に従たる事務所を有する社会保険労務士法人であ

った前号に掲げる者以外のもの 

 

（入 会） 

第 ８ 条  入会は、法第２５条の２９第１項から第４項までの定めるところによる。 

 

（退 会） 

第 ９ 条  退会は、法第２５条の２９第５項から第７項までの定めるところによる。 
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（会員原簿） 

第１０条  本会に、会員原簿を備える。 

２  会員原簿は、個人会員に係る社会保険労務士名簿及び法人会員に係る社会

保険労務士法人名簿の副本をもってこれに充てる。 

 

（会員原簿記載事項の異動） 

第１１条  会員は、会員原簿の記載事項（個人会員にあっては登録事項、法人会員

にあっては登載事項を除く。）について異動があったときは、異動届を本会

に提出しなければならない。 

 

（会員原簿の整理） 

第１２条  本会は、異動届の提出があったとき、登録の取消し若しくは登録の抹消

があったとき、法第２５条各号の懲戒処分があったとき、第４３条の処分が

あったとき又は連合会から社会保険労務士登録事項の変更の通知があった

ときには、直ちに会員原簿を整理しなければならない。 

 

（会員証の交付、返還、再交付） 

第１３条  本会は、会員に次の各号に掲げる区分に応じ会員証を交付する。 

(１)  個人会員 

(２)  法人会員 

２  個人会員は、法第２５条第２号若しくは第３号の懲戒処分を受けたとき又

は法第２５条の２９第２項若しくは第６項の規定により退会することとな

ったときは、会員証を本会に返還しなければならない。 

３  法人会員は、法第２５条の２９第５項又は第７項の規定により退会するこ

ととなったときは、会員証を本会に返還しなければならない。 

４  本会は、法第２５条第２号の懲戒処分を受けた会員が業務を行うことがで

きることとなったとき又は会員証を亡失し若しくは損壊したときは、その者

の申請により会員証を再交付する。 

 

 

第３章  役  員 

（役 員） 

第１４条  本会に次の役員を置く。 

（１） 会長  １人 

（２） 副会長 ５人以内 
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（３） 理事 ２５人以内 （会長、副会長を含む） 

（４） 監事  ３人以内 

 

（役員の選任） 

第１５条  理事及び監事は、個人会員のうちから総会で選任する。 

     ただし、会長が必要あると認めるときは、学識経験者のなかから選任する

ことができる。 

２  法人会員は，役員の選任に関し選挙権及び被選挙権を有しない。 

３  会長及び副会長は、理事が互選する。 

４  専務理事（常任理事）を置くことが出来る。専務理事（常任理事）は、理

事のなかから会長が指名する。ただし、欠員が生じたときは、第１項の規定

にかかわらず、会長は学識経験者のなかから理事会の議決を経て任命するこ

とができる。この場合、次の総会において承認を求めなければならない。 

５  理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

 

（役員の職務） 

第１６条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２  副会長は、会長を補佐し会務を行うほか、会長に事故あるときは、会長が

あらかじめ定めた順位により、その職務を代理し、会長が欠員のときは、そ

の職務を行う。 

３  理事は、理事会の構成員となり、会長を補佐して会務を執行する。 

４  専務理事は、会長の命を受けて常務を執行する。 

５  監事は、会務の執行及び会計を監査し、総会に報告するほか理事会に出席

して、その職務に関し意見を述べることができる。 

 

（役員の任期） 

第１７条  役員の任期は、就任後第２回目の通常総会の終了の時までとする。ただ

し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２  役員は、再任を妨げない。 

３  役員は、任期満了の場合においても，後任者が就任するまでその職務を行

わなければならない。 

 

（役員の解任及び退任） 

第１８条  役員に、役員として相応しくない行為があったときはその選任の例によ

り、総会又は理事会において、これを解任することができる。この場合にお

いて、当該役員（専務理事を除く。）に対し総会又は理事会において弁明の
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機会を与えなければならない。 

２  役員は、会員の資格を喪失したときは退任する。 

 

（役員報酬） 

第１９条  役員には報酬を支給しない。ただし、別に定める役員については、報酬

を支給することができる。 

 

 

第４章  会  議 

第１節 総  則 

（会議の種類） 

第２０条  本会の会議は、総会及び理事会とする。 

 

（議事録） 

第２１条  会議の議事については、議事録を作成し保存しなければならない。 

２  議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び出席構成員２人以上が署

名押印しなければならない。 

（１） 会議の日時及び場所 

（２） 会議に付された議案 

（３） 議事の要旨 

（４） 表決の結果 

（５） その他、議長が必要と認めた事項 

 

 

第２節 総  会 

（総会の種類） 

第２２条  総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 

（総会の構成） 

第２３条  総会は、個人会員をもって構成する。 

 

（総会の開催） 

第２４条  通常総会は、毎年５月に開催する。 

２  臨時総会は、次の場合に開催する。 

（１） 理事会の決議があったとき 
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（２） 監事の半数以上から請求があったとき 

（３） 会員総数の３分の１以上から招集を必要とする理由及び議案を付して、

総会招集の請求があったとき 

 

（総会の招集） 

第２５条  総会は、会長が招集する。 

２  総会を招集するには、個人会員に対して会議の日時、場所及び会議の目的

たる事項を記載して、開催する日の１４日前までに文書をもって通知しなけ

ればならない。 

３  前条第２項各号に掲げる決議又は請求があったときは、会長は、その決議

又は請求があった日から１ヶ月以内に総会を招集しなければならない。 

 

（総会の議決権） 

第２６条  総会における議決権は、個人会員１人につき１票とする。 

２  個人会員で総会に出席することができない者は、あらかじめ、総会の議案

について書面により議決権を委任することができる。この場合において、当

該書面に賛否の表明のないものは、賛成したものとみなす。 

３  前項の規定による書面は、本会に提出することによって、その効力を発す

るものとする。 

４  第２項の規定により議決権を委任した者は、総会に出席したものとみなす。 

５  法人会員は総会の議決権を有しないものとする。 

 

（総会の議長及び副議長） 

第２７条  総会の議長及び副議長は、その総会において選任する。 

 

（議決の方法） 

第２８条  総会は、個人会員の２分の１以上が出席しなければ会議を開会すること

ができない。 

２  総会の議決は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席した個人会

員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（総会の議決及び承認事項） 

第２９条  総会は、次の事項を審議決定する。 

（１） 事業報告及び事業計画に関する事項 

（２） 予算及び決算に関する事項 

（３） 会則の変更に関する事項 
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（４） 理事及び監事の選任及び解任に関する事項 

（５） 重要な財産の取得及び処分に関する事項 

（６） 前各号に掲げるもののほか、理事会において総会に付議する必要がある

と認めた事項 

 

 

第３節 理事会 

（理事会の構成） 

第３０条  理事会は、会長、副会長及びその他の理事をもって構成する。 

 

（理事会の招集等） 

第３１条  理事会は、会長が招集する。 

２  理事会の招集は、開催日の７日前までに、理事に対しその会議の日時、場

所及び会議の目的たる事項を記載した文書をもって通知しなければならな

い。ただし、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。 

３  理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。ただし、会長は、必要があ

ると認めるときは、副会長のうちから議長を指名することができる。 

４  理事会は、その構成員の２分の１以上が出席（情報通信機器を利用するも

のを含む。）しなければ会議を開くことができない。 

５  理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

 

（理事会の書面による議決） 

第３２条  会長は、緊急を要する事項について、書面により賛否を求めることがで

きる。 

２  前項の場合、理事の過半数が同意したときは、理事会の決議があったもの

とみなす。 

３  会長は、この前項の結果を遅滞なく理事会構成員に通知しなければならな

い。 

 

（理事会の議決事項） 

第３３条  理事会は、この会則に別段の定めのある事項のほか、次に掲げる事項を

審議決定する。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 総会において議決した事項の執行に関すること 

（３） 会則の規定による理事会の付議事項 
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（４） 会則の施行に必要な細則の制定改廃に関すること 

（５） 本会の運営に関し必要な委員会の設置に関すること 

（６） 各委員会及び支部から会長に稟議又は上申された事項に関すること 

（７） その他総会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること 

 

 

第５章 登録の事務 

（登録に関する事務） 

第３４条  本会は、法及び法に基づく命令並びに連合会の会則及び登録事務取扱規

程に基づき社会保険労務士の登録に関する事務の一部を行う。 

 

（登録申請書等の事務処理） 

第３５条  本会は、社会保険労務士の登録に関する書類の提出があったときは、連

合会の定めるところにより迅速かつ的確に事務処理を行うものとする。 

 

 

第５章の２ 社会保険労務士法人の届出の事務等 

（届出に関する事務） 

第３５条の２  本会は、法及び法に基づく命令並びに連合会の会則及び届出事務取  

扱規程に基づき社会保険労務士法人の届出に関する事務の一部を行う。 

 

（届出書等の事務処理） 

第３５条の３  本会は、社会保険労務士法人の届出に関する書類の届出があったと

きは、連合会の会則及び届出事務取扱規程の定めるところにより迅速かつ的

確に事務処理を行うものとする。 

 

（社会保険労務士法人の解散に伴う清算人の選任請求） 

第３５条の４  本会は、福井県の区域に主たる事務所を有する社会保険労務士法人

が法第２５条の２２第１項第６号又は第７号に規定する事由により解散

した場合において、必要があるときは、裁判所に清算人の選任の請求をす

るものとする。 
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第６章 会員の品位保持 

（信用失墜行為の禁止） 

第３６条  会員は、社会保険労務士業務の適正な運営に努め、社会保険労務士又は

社会保険労務士法人の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 

 

（信頼関係の保持） 

第３７条  会員は、事業主等との間における信頼関係を保持するため、委託契約を

忠実に守り紛議を生じないように努めなければならない。 

２  会員は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の相互間における信義に

反する行為をしてはならない。 

 

（会則等の遵守） 

第３８条  会員は、法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令、本会及び連

合会の会則を遵守しなければならない。 

 

（適正な労使関係を損なう行為の禁止） 

第３８条の２  会員は、適正な労使関係を損なう行為をしてはならない。 

 

（報酬等の明示） 

第３８条の３  会員は、事案の依頼を勧誘する場合においては、勧誘に先立って、

相手方に対し、氏名、事案の依頼を勧誘する目的である旨及び業務の内容を

明らかにしなければならない。 

２  会員は、事案の受任に際して、依頼人に対し、業務の内容、報酬等を書面

の交付等により明示し、かつ、十分に説明しなければならない。 

３  会員は、依頼人から業務の提供に先立って報酬等の全部又は一部を受領す

ることとする場合においては、依頼を受け、かつ、報酬等の全部又は一部を

受領した際に、依頼人に対し、当該依頼を受任する旨又は受任しない旨を書

面の交付等により明示しなければならない。 

 

（不当勧誘等の禁止） 

第３８条の４  会員は、業務の内容、報酬等、相手方の判断に影響を及ぼすことと

なる重要な事項につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げずに勧誘

を行うなど、不当な方法により、事案の依頼を勧誘してはならない。 

２  会員は、事案を依頼しない旨の意思を表示した者に対し、事案の依頼を勧

誘してはならない。 
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３  会員は、誇大若しくは虚偽の事項により相手方を欺くおそれがある方法で、

広告又は宣伝を行ってはならない。 

４  会員は、相手方の承諾を得ずに電子メール等により広告を送信してはなら

ない。 

５  会員は、依頼人を威迫して困惑させるなど、不当な方法により、事案の依

頼の撤回又は解除を妨げてはならない。 

（品位保持等の指導） 

第３８条の５  本会は、会員が、前２条の規定に違反する行為その他社会保険労務

士又は社会保険労務士法人としての信用又は品位を害するような行為をし

ないよう指導するものとする。 

２  本会は、会員がその業務を行うにあたり、事業における適正な労使関係が

損なわれないよう指導するものとする。 

 

（非社会保険労務士との提携の禁止） 

第３９条  会員は、いかなる方法によっても、社会保険労務士又は社会保険労務士

法人としての自己の名義を他の者に利用させてはならない。 

 

（注意勧告） 

第４０条  本会は、会員が、法及び法に基づく命令若しくは連合会会則に違反する

おそれがあると認めるときは、理事会の議を経て、当該会員に対して注意を

促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

２  前項の規定により注意又は勧告を受けた会員は、その注意又は勧告につい

て異議があるときは、当該注意又は勧告を受けた日の翌日から３０日以内に、

理由を付した書面をもって、本会に対して異議を申し立てることができる。 

３  本会は、前項の異議申立てがあったときは、理事会の議を経て、必要な措

置を講ずるものとする。 

４  第１項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を近畿厚生局長及び福井労

働局長に報告するものとする。  

 

 

（会員の処分） 

第４１条  会長は、会員が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令、又は

会則及び連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第４３条の処分

を行うことができる。 

２  会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その

答申を得た後、理事会の議を経なければならない。この場合、本人の申出に
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より理事会において本人に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（綱紀委員会） 

第４２条  本会に、綱紀委員会を置く。 

２  綱紀委員会は、会長の諮問を受け、会長が行おうとする処分に関して調査

及び審議をし、その結果を答申する。 

３  綱紀委員会の委員は、１０人以内とし、会長が理事会の議を経て委嘱する。 

 

（苦情処理相談窓口の設置） 

第４２条の２  本会に、依頼人等の苦情、相談に対応するため、苦情処理相談窓口

を設置する。 

２  苦情処理相談窓口の運営に関する必要な事項は、別に定める。 

 

（処分の種類） 

第４３条  会員に対する処分は次のとおりとする。 

（１） 訓告 

（２） 会員権の停止 

（３） 退会勧告 

２  前項第２号の会員権は、次のとおりとする。 

（１） 本会並びに連合会から文書その他の資料を受ける権利 

（２） 本会並びに連合会の会議、及び諸事業（研修を除く。）に参加する権利 

（３） 本会の役員になる権利並びに役員を選ぶ権利 

（４） 本会並びに連合会共済会が行う福利厚生の諸制度を利用する権利 

（５） 本会の施設を利用する権利 

３  第１項第３号の退会勧告は、同項第２号の会員権の停止の処分を受けた者

に対して、当該処分と併せて行うことができる。 

４  第１項の処分を行った場合は、会報に掲載してこれを公示するほか、近畿

厚生局長及び福井労働局長にその旨報告するものとする。 

５  会長は、第１項第１号又は第２号に規定する処分を受けた者に対し、定期

的に業務に関する報告を求める。 

 

（他の社会保険労務士会から処分を受けた者である会員に対する会員権特別停止措置） 

第 ４３ 条の２  会長は、他の社会保険労務士会から会員権の停止の処分（以下「他

会会員権停止処分」という。）を受けた者で、他会会員権停止処分が満了す

る日（当該会員が既に当該社会保険労務士会を退会している場合は、当該退

会をしていなければ当該他会会員権停止処分が満了する予定であった日を
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いい、以下「処分満了日」という。）を経過しておらず、又は処分満了日が

定められていないものである会員に対し、期限を定めて、前条第２項に規定

する会員権を停止する措置（以下「会員権特別停止措置」という。）を行う

ことができる。ただし、会員権特別停止措置の期限は、処分満了日を超えて

はならない。 

２  会長は、会員権特別停止措置を行うか否か及びその期限を決定するに当た

っては、他会会員権停止処分の原因及び処分理由、本会の会員権の停止の処

分の基準その他の事情を勘案するものとし、会員権特別停止措置を行うとき

は、あらかじめ綱紀委員会に諮問して、その答申を得た後、理事会の議を経

なければならない。 

３  会長は、会員に対して会員権特別停止措置を行うことを決定したときは、

直ちに、当該会員に対して、第１項の規定に基づき定めた期限まで会員権特

別停止措置を行う旨通知するものとする。 

４  前条第４項及び第５項の規定は、会員権特別停止措置を行う場合の取扱い

について準用する。 

 

 

第７章 研  修 

（研 修） 

第４４条  本会は、個人会員の資質の向上を図るため、必要な研修を行うものとす

る。 

２  本会は、毎年１回倫理研修を実施する。 

３  研修の実施に関し、必要な事項は理事会の議を経てこれを定める。 

 

 

（受 講） 

第４５条  個人会員は、前条第１項に規定する研修のほか、連合会及び地域協議会

が行う研修についても受講するよう努めなければならない。 

２  個人会員は、前条第２項に規定する倫理研修を受講しなければならない。 

 

第８章 資産及び会計 

（事業年度及び会計年度） 
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第４６条  本会の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１

日に終わる。 

 

（経費の支弁） 

第４７条  本会の経費は、入会金、会費、寄附金、事業に伴う収入、資産から生ず

る収入、交付金その他の収入をもって支弁する。 

 

（資産の管理） 

第４８条  本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決による。 

 

（事業計画及び予算） 

第４９条  会長は、毎年、事業計画案及び予算案を作成し、総会の議決を経なけれ

ばならない。 

 

（事業報告及び決算） 

第５０条  会長は、毎事業年度終了後、事業報告書並びに収支計算書、正味財産増

減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承

認を得なければならない。 

 

（予算決定前の支出） 

第５１条  会長は、予算が成立するまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費

の金額に限り支出することができる。 

 

（特別会計） 

第５２条  会長は、総会の承認を得て、特別の支出を目的とする特別会計を設ける

ことができる。 

２  会長は、特別会計の決算又は事業年度末の現況について、総会の承認を経

なければならない。 

 

第９章  情報の公開  

（情報の公開） 

第５３条  本会は、事業、財務、及び懲戒処分等の情報を、会報等で公開するもの

とする。 

２  情報の公開に関し必要な事項は別に定める。 
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第１０章 入会金及び会費 

（入会金） 

第５４条  会員は、入会のとき別表に定める入会金を納入しなければならない。 

 

（入会金の特例） 

第５５条  個人会員であって開業社会保険労務士でない者が開業社会保険労務士

または社会保険労務士法人の社員になった場合は、別表に定める入会金の差

額を本会に納入するものとする。 

２  他の都道府県会に所属する会員が事務所又は勤務する事業所若しくは住

所の移転により入会する場合の入会金については、本会の入会金から当該都

道府県会の入会金を引いた額が 5,000円以上のときは、別表に定める額にか

かわらずその額を入会金とする。 

ただし、本会の入会金から当該都道府県会の入会金を引いた額が 5,000円

未満のときは、別表に定める額にかかわらず 5,000円とする。 

 

 

（会費の納入） 

第５６条  会員は、会費として、一事業年度につき別表に定める額を納入しなけれ

ばならない。 

２  前項の会費は、毎事業年度の４月３０日までに納入しなければならない。 

ただし、４月３０日及び１０月３１日を納期として、２分割して納入する

ことができる。 

 

（年度中途の入会者の特例） 

第５７条  年度の中途において入会した会員は、入会した日の属する年度分の会費

については、別表に定める月額会費の額にその年度末までの月数を乗じた額

の金額を納入するものとする。 

 

（会費の減免） 

第５８条  個人会員が長期にわたる病気療養のため、社会保険労務士の業務を行う

ことができないとき、その他特別の事情により会費を納入することができな

いときは、理事会の議決を経て、会費を減免することができる。 

  ２  法人会員が天災その他特別の事情により会費を納入することができない 

ときは、理事会の議決を経て、会費を減免することができ 
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る。 

  ３  解散した社会保険労務士法人が法第２５条の２２の２の規定により継続 

    したときは、当該解散の日の属する月の翌月から当該継続の日の属する月の 

    前月までの間、当該法人会員に係る会費は、免除する。 

 

（特別会費負担） 

第５９条  会員は、特別の支出に充てるため、特別会費を負担する。その目的、金  

額等については、総会においてこれを定める。 

 

（会費等の不返還） 

第６０条  退会した会員が、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は返還

しない。 

２  前項の規定にかかわらず、登録事項の変更により他の社会保険労務士会の

会員となった場合は、会費についてはこの限りではない。 

 

（２以上の事務所を有する法人会員の会費等） 

第６０条の２ 福井県の区域内に２以上の事務所を有する法人会員については、それ 

ぞれの事務所を法人会員とみなして、この章の規定を適用する。この場合に 

おいて、当該事務所（その事務所の設立又は移転により当該法人が法第２５ 

条の２９の規定に基づき本会の会員となったものを除く。）の設立又は移転 

（他の都道府県の区域からの移転に限る。）の登記をした時に、当該事務所 

は本会に入会したものとする。 

 

第１１章 事 務 局 

（事務局） 

第６１条  本会に事務局を置く。 

２  事務局は、本会の会務に関する所定の事務を行う。 

３  事務局の職制、その他事務局に関し必要な事項は、細則で定める。 

 

 

（事務局長） 

第６２条  本会に事務局長１人を置く。 

２  事務局長は、会長の定めるところにより本会の事務を掌理し、事務局の職

員を指揮監督する。 

３  事務局長の任免は、理事会の同意を得て、会長が行う。 
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第１２章 会則の変更 

（会則の変更） 

第６３条  この会則は、総会の議決を得たうえ、福井労働局長の認可を受けなけれ

ば変更することができない。 

２  会則の変更については、総会において出席者の３分２以上の同意を得なけ

ればならない。 

 

 

第１３章 補  則 

（名誉会長、顧問及び参与） 

第６４条  会長は、社会保険労務士制度の改善進歩を図るため、社会保険労務士制

度に関し、学識経験を有する者のうちから、理事会の議を経て、名誉会長、

顧問及び参与を委嘱することができる。 

２  名誉会長、顧問及び参与は、本会の必要事項について、会長に意見を述べ

ることができる。 

 

（費用の弁償） 

第６５条  会務の執行に要する費用の弁償については、細則で定める。 

 

（細則の制定等） 

第６６条  本会は、この会則の施行について必要な事項は、細則で定めることがで

きる。 

２  細則の制定及び改廃は、理事会の議を経て、会長が定める。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

１  この会則は、福井県知事及び福井労働基準局長の設立許可があった日から施行

する。 

２  本会の設立当初の役員は、第１６条及び第１８条の規定にかかわらず設立総会

で選任し、その任期は、次の通常総会終了時までとする。 

（事業年度等の特例） 

３  本会の設立初年度の事業年度及び会計年度は、第４６条の規定にかかわらず設

立の日から昭和５４年３月３１日までとする。 
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（入会金の特例） 

４  本会の設立趣旨に賛同し、設立総会当日までに入会の申込みのあった者は、第

５５条の規定にかかわらず入会金を免除するものとする。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

 

附  則 

（施行期日） 

会則第５５条入会金、第５７条会費の額は、平成４年４月１日から施行する。 

（平成４年５月２５日改正、平成４年６月２４日認可） 

ただし、平成４年度上半期分会費の増額分の納入については、同年度の下半期分

会費の納入日（平成４年１０月３１日）までとする。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

１  会則第５６条第２項の規定は、平成５年８月１日から施行する。 

２  附則第３項及び附則第４条の規定は、平成５年６月１４日から施行する。 

（入会金の特例） 

３  社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成５年６月１４日法律第６１号）

の公布の日において社会保険労務士となる資格を有する者及び昭和５７年度か

ら平成５年度までの社会保険労務士試験の合格者が勤務等社会保険労務士とし

て本会に入会する場合の入会金については、別表に定める額にかかわらず 10,000

円とする。 

（入会金の特例の取扱期間） 

４  前項に係る入会金の特例の取扱期間は、平成９年３月３１日までとする。 
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附  則 

（施行期日） 

１  この会則は、平成６年４月１日から施行する。 

２  社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成５年６月１４日法律第６１号。

以下「平成５年改正法」という。）附則第３条第１項に該当する者は、第８条の

規定にかかわらず本会の会員となることができる。 

３  第９条の規定にかかわらず、平成５年改正法附則第３条第１項及び第４条１項

の規定により入会届を提出して会員となる者は、当該入会届を提出したときから

会員となる。 

４  平成５年改正法附則第３条第２項の規定により、本会に入会した者の入会金に

ついては、第５５条の規定を準用する。 

５  平成５年改正法附則第３条第２項に規定により、本会を退会した者については、

第１４条第２項の（会員証の交付、返還、再交付）、第６１条第２項（会費等の

不返還）の規定を準用する。 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成１１年５月３１日から施行する。（社会保険労務士試験の実施

に関する事務協力） 

 

 

附  則 

（施行期日） 

１  この会則は、平成１２年５月２５日から施行する。 

２  地方分権の推進を図るための法律の施行によりそれに準じて会則第４４条（処

分の種類）第４７条（開業社会保険労務士の受ける報酬）の報告主管先が改めら

れた。 

３  第６４条（会則の変更）の認可主管先が改められた。 

 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成１５年４月１日から施行する。 

ただし、第４条の改正規定及び第８章の改正規定は、社会保険労務士法の一部を

改正する法律（平成１４年１１月２７日 法律第１１６号）の公布の日から施行す
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る。 

なお、第４７条の規定の削除により、「社会保険労務士報酬規定」を廃止する。 

（社会保険労務士法人の新設、入会金及び会費額の改定） 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成１６年５月２７日から施行する。（第４３条の２） 

 

 

附  則 

（施行期日） 

１  この会則は、平成１９年８月３１日から施行する。 

  ただし、第４条、第３８条、第３８条の２、第３８条の３、第４２条の２に係る

改正規定は社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成１７年６月１７日 法

律第６２号）の施行の日から施行する。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成１９年８月３１日から施行する。（第４条、第４４条、第４５

条、第５３条、第５４条の２） 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成２１年７月２７日から施行する。（第４条、第３８条の３、第

３８条の４、第３８条の５） 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成２２年１１月９日から施行する。（第４４の４、第４３条の３  

報告先を福井社会保険事務局から近畿厚生局と改正） 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成２４年８月２３日から施行する。（第４３条の２） 
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附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成２６年９月３０日から施行する。（第４条１３号追加、第７条、

第１３条、第１４条、第３１条３項） 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成２８年１月１日から施行する。（第３５条の４、第５８条）た

だし、第６０条の２を追加する改正規定は、平成２７年９月３０日からとする。 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成２８年９月８日から施行する。（第４３条） 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、平成２９年１０月１日から施行し、改正後の第４３条の２の規定は、

同日以後に他の社会保険労務士会から会員権の停止の処分を受けた者である会員 

について、適用する（第４３条の２） 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、令和６年４月１日から施行する。別表（第５４条、第５５条、第５

６条、第５７条） 

 

附  則 

（施行期日） 

この会則は、令和７年６月２５日から施行する。（第１５条の４、第２６条の２、

第２６の３、第２６条の４、第３１条の４） 
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別表（第５４条、第５５条、第５６条、第５７条） 

入会金及び会費 

区 分 入会金 
会    費 

備 考 
年 額 月 額 

開業社会保険労務士

（社会保険労務士法

人の社員を含む。） 

円 

７０，０００ 

円 

１２０，０００ 

円 

１０，０００ 

 

上 記 以 外 の 

社会保険労務士 
５０，０００ ７８，０００ ６，５００ 

 

社会保険労務士法人 ７０，０００ 

１２０，０００ １０，０００ 社員数１人～ ５人 

２４０，０００ ２０，０００   ６人～１０人 

３６０，０００ ３０，０００ １１人～２０人 

但し２１人以上は１０名を超えるごとに１人分を加算する。 

 

１．開業社会保険労務士でない会員が開業社会保険労務士となった場合は開業社会保

険労務士となった日の属する月から当該会費月額を納入するものとする。 
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倫 理 規 程 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、会員が社会保険労務士倫理綱領（以下「倫理綱領」という。）

を遵守するための必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（会則等の遵守） 

第 ２ 条  会員は、本会並びに全国社会保険労務士会連合会の会則、規程及び決議

等並びに関係法令を誠実に遵守しなければならない。 

２  会員は、この規程に定めのない事項についても、倫理綱領の精神に基づき、

みずから遵守すべき職業倫理のあることを認識し、社会保険労務士としての

良識において行動しなればならない。 

 

（会に対する協力義務） 

第 ３ 条  会員は、本会若しくは支部又は連合会から業務に関する協力を求められ

た場合は、特に正当な理由がない限り、これに応じなければならない。 

 

（事務所名の掲示） 

第 ４ 条  開業社会保険労務士は、その事務所に社会保険労務士の氏名を掲示しな

ければならない。 

２  社会保険労務士法人は、法人の名称を掲示しなければならない。 

 

（社会保険労務士証票等の携帯） 

第 ５ 条  会員は、社会保険労務士業務を行うときは、社会保険労務士証票及び会

員証を携帯しなければならない。 

２  会員は、社会保険労務士業務を行うときは、会員徽章を佩用するように努

めるものとする。 

 

（広告・宣伝等） 

第 ６ 条  会員は、虚偽、誇大等、良識を疑われるような広告・宣伝等を行っては

ならない。 

 

（会員間の規律） 

第 ７ 条  会員は、信義を重んじ、みだりに他の会員を誹謗し、又は名誉を傷つけ
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てはならない。  

 

（業務の受託） 

第 ８ 条  会員は、業務を受託するにあたり、依頼者との間における信頼関係を保

持するため、報酬等を明確に定めた契約書を取り交わす等、紛議が生じない

よう十分配慮しなければならない。 

 

（業務に対する責任） 

第 ９ 条  会員は、受託した業務は責任をもって遂行しなければならない。 

２  会員は、労働社会保険関係業務及び労務管理の専門家としての良心にもと

づいて行動しなければならない。 

 

（業務の研さん） 

第１０条  会員は、労働社会保険関係業務及び労務管理の専門家として、常に研さ

んに努めなければならない。 

 

（あっせん業者との提携及び名義貸しの禁止） 

第１１条  会員は、業務のあっせんを業とする者、又はこれに類する者から業務の

あっせんを受けてはならない。また、これらの者を利用したり、若しくはこ

れらの者に自己の名義を利用させてはならない。 

 

（職員の監督） 

第１２条  会員は、善良なる管理者として、職員を指導監督しなければならない。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 
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綱紀委員会細則 

 

（目 的） 

第 １ 条  この細則は、福井県社会保険労務士会会則（以下「会則」という。）第４

２条の規定による綱紀委員会（以下「委員会」という。）の運営等に関し、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

（構成等） 

第 ２ 条  委員会は、原則として会員のなかから会則第４２条第３項の規定により

委嘱された者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

２  委員の定数は、５人とする。 

３  委員の任期は、会則第１７条の規定を準用する。 

４  委員会に、委員長１人、副委員長１人を置く。 

５  委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が委員のなかから指名す

る。 

６  委員長は、委員会を代表し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故

あるときは、その職務を行う。 

 

（委員会の職務） 

第 ３ 条  委員会は、会長の諮問に応じて会員の処分に関する必要な調査、審議及

び答申を行う。 

２  前項の答申は、文書でこれをしなければならない。 

 

（会 議） 

第 ４ 条  委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２  委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ会議を開き、審議するこ

とができない。 

３  委員会の議決は、出席委員の３分の２以上の合意を得なければならない。 

４  委員会の議事については、議事録を作成し、委員長が押印しなければなら

ない。 

 

（意見の聴取） 

第 ５ 条  委員会は、諮問事項について必要があるときは、関係者の出席を求めて

意見を聴くことができる。 
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（綱紀委員の責務） 

第 ６ 条  委員は、会員の人権を尊重し、かつ公正に職務を行わなければならない。 

２  委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。委員でなく

なった後も、同様とする。 

 

（綱紀委員の除斥） 

第 ７ 条  委員は、次に掲げる事由があるときは、その職務の執行から除斥される。 

（１） 当該委員が、審議の対象となったとき。 

（２） 当該委員が、審議の対象のなった会員と利害関係（身分関係を含む。）

があるとき。 

（３） 前各号に掲げる事由のほか、委員の２分の１以上が適当でないと認めたと

き。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この細則は、昭和５５年７月１１日から施行する。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この細則は、昭和５８年８月９日から施行する。（一部改正） 
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委員会設置細則 

 

（目 的） 

第 １ 条  この細則は福井県社会保険労務士会会則第６６条の規定に基づき、会務

の施行を円滑に運営することを目的とする。 

 

（委員会の設置） 

第 ２ 条  本会に次の委員会を置く。 

（１） 総務委員会 

（２） 業務推進委員会 

（３） 業務開発委員会 

（４） 研修委員会 

（５） 業務監察委員会 

（６） 広報委員会 

（７） ＩＴ委員会 

２  委員会の分掌事項は〔別表〕のとおりとする。 

３  委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。 

４  委員会は、必要に応じて会長に意見を具申することができる。 

 

（構 成） 

第 ３ 条  委員会は、委員長１名、副委員長２名以内、委員若干名をもって構成する。 

２  前項の委員は、理事会の議を経て理事及び会員のなかから会長が委嘱する。 

３  委員長、副委員長は、会長が委員のなかから指名する。 

 

（委員長の職務） 

第 ４ 条  委員長は会長の命を受け、それぞれの委員会の業務を掌理し、当該委員

会の所掌事項について会長に報告又は建議し、会長の諮問に答申する。 

 

（委員の任期） 

第 ５ 条  委員の任期は、会則第１７条の規定を準用する。 

 

（招集等） 

第 ６ 条  委員会は、委員長が招集し議長となる。 

２  委員長事故あるときは、副委員長が議長となる。 

３  委員会は、構成員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 
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（審議事項） 

第 ７ 条  委員会は次に掲げる事項を審議する。 

（１） 別表に定める所掌事項 

（２） その他会長から諮問された事項 

 

（議事参加） 

第 ８ 条  会長、副会長は委員会に出席し意見を述べることができる。 

 

（決定事項の報告） 

第 ９ 条  委員長は、会議において決定した事項を遅滞なく会長に報告しなければ

ならない。ただし、委員長は議事録を会長に提出して、前記の報告に代える

ことができる。 

２  会長は、理事会の議を経て委員長に所掌事項の一部の執行を委任すること

ができる。委任があったときは、会長のその権限の一部を行使する。 

 

（諮問機関） 

第１０条  本会に諮問機関として理事会の議を経て専門委員会を置くことができる。 

２  会長から諮問された事項について、専門的に調査研究を行い、その結果を

会長に答申する。 

３  専門委員会の運営に必要な事項は別に定める。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この細則は昭和６０年４月１日から施行する。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この細則は平成１５年４月１日から施行する。 

（委員会の設置） 

第２条の（６）にＩＴ特別委員会を加える。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この細則は平成１９年６月１日から施行する。 
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（委員会の設置） 

第２条の（６）のＩＴ特別委員会をＩＴ委員会に改める。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この細則は平成２７年４月１日から施行する。 

（委員会の設置） 

第２条（２）業務委員会を業務推進委員会と業務開発委員会に分割する。 
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［別 表］        委 員 会 の 所 掌 事 項 

名  称 担当 所  掌  事  項 

総務委員

会 

総 務 

厚生担当 

１．役員、委員、部員の就任、退任、委嘱、解嘱等に関する

事項 

２．総会、理事会、諸会議に関する事項 

３．会員の登録、入会、退会に関する事項 

４．会員名簿、会員証の発行に関する事項 

５．会員の褒賞に関する事項 

６．関係官庁及び全国社会保険労務士会連合会に対する協 

力、連絡協議に関する事項 

７．全国社会保険労務士会連合会が実施する共済事業に対 

する協力に関する事項 

８．会員の福利厚生、健康管理、スポーツ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、娯楽、

旅行等の企画・開催に関する事項 

９．会員の慶弔に関する事項 

10. 会員の報酬に関する事項 

11. 事務局との連絡及び庶務に関する事項 

12. 支部の組織、運営及び連絡に関する事項 

13. 他の委員会に属さない事項  

財務担当 

１．予算・決算及び経費に関する事項 

２．会費の賦課・収納に関する事項 

３．資産の運用、管理、借入及び出費に関する事項 

４．その他経理一般 

法規担当 
１．会則及び諸規定の制定、改廃に関する事項 

２．法務に関する事項 

業務推進 

委員会 
業務推進担当 

１．社会保険労務士業務及び労働社会保険法令等の調査研究

に関する事項 

２．社会保険労務士業務の改善、事務の簡略化に関する事項 

３．年金関係委託業務の管理・運営に関する事項 

４．専門部会・自主研究会の設置・運営・管理に関する事項 

５．社会保険労務士業務の情報収集に関する事項 

業務開発 

委員会 

企画・研究 

開発担当 

１．社会保険労務士の活用、社会保険労務士業務の拡大に関

する事項 

２．社会保険労務士の業務の企画・研究・開発に関する事項 

３．社会保険労務士業務の情報収集に関する事項 

４．会長からの諮問事項の調査・審議に関する事項 

５．関係諸団体との交流に関する事項 

６．他の委員会との横断的連携及び連絡調整に関する事項 

研修 

委員会 

企画･管理     

担当 

１．社会保険労務士及び職員の資質向上のための研修の企画

立案及び実施に関する事項 

２．社会保険労務士試験受験者、合格者に対する講習に関す

る事項 

３．新入会員の研修に関する事項 

４．業務研修以外の研修、講習の企画、実施及び研修全般の

管理に関する事項 
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 推進担当 
１．会員の業務研修に関する事項 

２．支部の行う研修に対する協力、援助に関する事項 

業務監察

委員会 
業務監察担当 

１．類似名称の使用の調査に関する事項 

２．会員社会保険労務士でない者の業務制限の調査に関する

事項 

３．社会保険労務士に係る不適切と認める事案の調査に関す

る事項 

広報委員

会 

広報企画担当 

１．社会保険労務士制度の普及・宣伝に関する事項 

２．本会業務の広報活動に関する事項 

３．社会保険労務士業務の資料収集及び広報に関する事項 

４．その他広報全般 

広報運営担当 
１．相談会の開催に関する事項 

２．会報「社労士ふくい」の編集発行に関する事項 

ＩＴ委員

会 
ＩＴ担当 

１．インターネットの活用とホームページの作成、運用、改

善に関する事項 

２．電子申請及びＩＴに関する調査研究に関する事項 

３．電子申請及びＩＴに関する教育・研修に関する事項 
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会 議 運 営 細 則 

 

第１章  総  則 
（目 的） 

第 １ 条  この細則は、福井県社会保険労務士会会則（以下「会則」という。）に

定める会議を円滑に運営することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第 ２ 条  この細則は、総会及び理事会に適用する。 

  ２  構成員は、個人会員とする 

  ３  第１項の理事会の議場には、情報通信機器を利用した会議（以下「Web 会

議」という。）を含む。 

 

第２章  司  会 者 

（司会者） 

第 ３ 条  司会者は、会長が指名し、次の職務を行う。 

（１） 会議の成立を宣し、議長及び副議長の選出に関すること。 

（２） 議長の指示に基づき議事進行に関すること。 

 

 

第３章 議長及び副議長 

（議長の職務） 

第 ４ 条  議長の職務は、次のとおりとする。 

（１） 議事の開始及び終了を宣言する。 

（２） 議事録署名人の選任に関すること。 

（３） 議場の秩序保持及び議場の整理を監督し、会議を代表すること。 

（４） 議事の順序を定め、進行を行うこと。 

（５） 議題の宣言をすること。 

（６） 議事運営委員会等に出席し発言すること。 

（７） 議場の秩序をみだし、議事の進行をさまたげ又は議長の指示に従わない

会議の構成員及び傍聴者に対し、発言を禁じ又は退場を命ずること。 

 

（提案趣旨の説明） 

第 ５ 条  議長は、会議で提案者又はその指名する者に提案の趣旨を説明させなけ
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ればならない。 

（副議長の議長代行） 

第 ６ 条  議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行

う。 

 

 

第４章 議案及び動議 

（議 案） 

第 ７ 条  議案とは、会議に付するため、予め文書で提出された案件をいう。 

 

（議案の提案者） 

第 ８ 条  総会及び理事会に付する議案を提案する者は、会長とする。 

 

（動 議） 

第 ９ 条  動議とは、予め提出された議案以外の事項を議事に付するため発議され

た案件をいう。 

 

（動議の提案者） 

第１０条  動議は、会議の構成員以外の者は提出することはできない。 

 

（一事不再議） 

第１１条  会議で否決された議案については、その会議には再び提出することはで

きない。 

 

第５章 議   事 

（議題の宣告） 

第１２条  議案を会議に付するときは、議長はその旨を宣告する。 

 

（議題の説明、質疑、討論） 

第１３条  議案は、提案者又はその指名する者が説明を行い、その後に質疑及び討

論を行うものとする。 

 

（表決の宣告） 

第１４条  議長は、表決するのに熟したと認めたときは、質疑及び討議を打ち切り

表決の宣告をする。 
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  ２  表決については、挙手・起立・投票・拍手・その他合理的な方法とする。 

  ３  Web 会議においては、前２項の他に情報通信機器の機能を活用して行うこ

とがある。 

 

（議事妨害の禁止） 

第１５条  何人も会議のさまたげとなる行為をし、又はみだりに自席を離れてはな

らない。 

 

（登壇の禁止） 

第１６条  何人も議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。 

 

 

第６章 発   言 

（発言者） 

第１７条  会議の構成員以外の者は発言することはできない。ただし、役員である

者はこの限りでない 

 

（発言の方法） 

第１８条  総会において発言しようとする者は、氏名を述べ、議長の許可を得てか

ら発言するものとする。 

２  理事会については、氏名を述べ、議長の許可を得てから発言するものとす

る。 

 

（発言の理由） 

第１９条  発言は簡明にし、議題外の範囲にわたってはならない。 

 

（発言の制限） 

第２０条  議長は、必要があると認めたときは、予め発言回数及び発言時間を制限

することができる。 

 

（発言の禁止） 

第２１条  表決の宣言があった後は、何人も発言することはできない。 
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第７章 総会の特例 

第１節 動議提出等 

（動議の提出） 

第２２条  動議を提出するには、その案件及び理由を付し氏名を記載し、文書で議

事運営委員会に提出しなければならない。 

２  議事運営委員長は、前項の動議を整理した上、議長及び会長に通告するも

のとする。 

 

（動議の成立） 

第２３条  議事進行についての動議は、出席構成員１０人以上の賛成者がなければ

議題とすることができない。 

 

 

第２節 議事運営委員会・役員選考委員会 

（議事運営委員会等） 

第２４条  総会の円滑なる運営と議事の能率的な進行を図るため、総会招集後速や

かに議事運営委員会及び役員選考委員会（以下「委員会」という。）を置く

ことができる。 

２  議事運営委員会は、次の事項を取り扱う。 

  （１） 総会の議事進行に関すること。 

  （２） 議案の統合、整理に関すること。 

  （３） 動議の取扱に関すること。 

（４） その他議事進行について必要と認める事項 

３  役員選考委員会は、次の事項を行う。 

（１） 役員候補者の資格審査に関すること。 

（２） 役員候補者の確認に関すること。 

  （３） その他役員の選任について必要と認める事項 

４  議事運営委員会及び役員選考委員会は、総会の閉会のときに廃止する。 

 

（構 成） 

第２５条  委員会は、総会の構成員のなかから、会長が指名するものをもって構成す

る。 

 

（委員長等） 

第２６条  委員会に、委員の互選により委員長１人、副委員長１人を置く。 

２  委員長は、委員会を代表し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あ
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るときは、その職務を行う。 

 

（委員会招集等） 

第２７条  委員長は、総会の期間中必要が生じたときは、委員会を招集し、委員会

の議長となる。 

 

（補 則） 

第２８条  この細則は、委員会設置細則に定める委員会等に準用する。 

 

 

附   則 

 

（施行期日） 

この細則は、昭和６０年４月１日から施行する。  

 

附   則 

 

（施行期日） 

この細則は、令和６年１１月８日から施行する。 

（適用範囲） 

第 ２ 条第２項、第３項を追加 

（表決の宣告） 

第１４条第２項、第３項を追加
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褒 彰 規 程 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、福井県社会保険労務士会（以下「本会」という。）が会員

であって、社会保険労務士制度の発展に努め、その顕著な功績をたたえ褒彰

を行うことを目的とする。 

 

 

（褒彰の種類） 

第 ２ 条  褒彰は、次のとおりとする。 

（１） 表彰状 

（２） 感謝状 

２  記念品を付して行うことができる。 

 

（褒彰基準） 

第 ３ 条  褒彰は、次の各号の１に該当した会員に対して行うものとする。 

（１） 社会保険労務士として多年に亘りその職責を尽くし、社会保険労務士制

度並びに福井県社会保険労務士会の発展に寄与した功績が顕著であった

と認められる者 

（２） 本会の役員として通算３期以上在任し、退会した者 

（３） 前各号に準ずる者であってその功績が他の模範であることが認められる者 

 

（褒彰の時期） 

第 ４ 条  褒彰は、通常総会においてこれを行う。ただし、特に必要な場合は、随

時行うことができる。 

 

（審 査） 

第 ５ 条  会長が褒彰を行う場合には、その都度褒彰審査委員会を設置し、その審

査を経なければならない。 

 

（褒彰審査委員会の構成） 

第 ６ 条  褒彰審査委員会は、会長が委嘱する委員５人以内をもって構成する。 

２  委員長は、委員のなかから互選する。 
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（中央褒彰の申請） 

第 ７ 条  会長は、必要と認める場合、理事会の承認を得て全国社会保険労務士連

合会会長に対し、褒彰方を申請することができる。 

 

 

（行政庁への表彰等の申請） 

第 ８ 条  会長は、必要と認める場合、被褒彰者のなかから福井県知事及び福井労

働局長の表彰等の申請をすることができる。 

 

（雑  則） 

第 ９ 条  褒彰審査委員会は、被褒彰者の審査にあたり必要な内規を定めることが

できる。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、昭和６０年４月１日から施行する。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成１２年５月２５日から施行する。 

第８条（行政庁への表彰等の申請）の申請主管先が改められた。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成２１年１月２３日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成２１年１月２３日から施行する。 

（目 的） 

第１条改定 

（褒彰の種類） 

第２条２項改定 

（褒彰基準） 

第３条１項（１）（３）改定 
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（褒彰審査委員会の構成） 

第６条１項 委員１０人を５人に改定 

（中央褒彰の申請） 

第７条改定 

 

（施行期日） 

この規程は、平成２２年４月２６日から施行する。 

第８条（行政庁への表彰等の申請）の申請主管先が福井社会保険事務局長 

から福井県知事に改められた
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事務局組織細則 

 

（目 的） 

第 １ 条  この細則は、福井県社会保険労務士会会則第６１条の規定による事務局

の運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（事務局の機構） 

第 ２ 条  事務局に事務局長１人を置く。 

２  事務局長は、会長の命により、職員を指揮監督して事務局の事務を所掌す

る。 

 

（事務局職員） 

第 ３ 条  事務局に、職員を置くことができる。 

２  職員の任命は、会長がこれを行う。 

３  職員は、事務局長の命を受け、事務局の事務を処理する。 

 

（事務局の所掌事務） 

第 ４ 条  事務局は、次の事務を処理する。 

（総務関係） 

（１） 公印の保管に関すること。 

（２） 職員の人事、給与及び服務に関すること。 

（３） 諸規程その他会長の決裁事務の進達に関すること。 

（４） 会議に関すること。 

（５） 文書の収受、発送及び保管に関すること。 

（６） 会員の入退会及び会員名簿等に関すること。 

（７） 関係行政機関に対する協力、報告及び連絡その他渉外に関すること。 

（８） 会員の指導、監督及び福利厚生に関すること。 

（９） 全国社会保険労務士会連合会に対する協力、報告及び連絡に関すること。 

（10） 予算及び決算に関すること 

（11） 資金の保管、出納及び資産の管理に関すること。 

（12） 会費等の徴収に関すること。 

（13） 物品等の購入契約及び出納保管に関すること。 

（14） その他業務関係及び広報関係に属さない事項。 
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（業務関係） 

（１） 各種研修会、講習会その他事業の企画、立案及び実施に関すること。 

（２） 社会保険労務士業務及び労働社会保険諸法令等の調査研究に関すること。 

（３） 業務関係図書及び資料等の斡旋並びに頒布に関すること。 

（４） その他業務に関すること。 

 

（広報関係） 

（１） 社会保険労務士制度の普及に関すること。 

（２） 会報の発行に関すること。 

（３） その他広報に関すること。 

 

（職員の就業規則等） 

第 ５ 条  職員の就業規則及び給与規程は別に定める。 

 

 

附  則 

 

（施行期日） 

この細則は、昭和６０年４月１日から施行する。 
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事 務 所 表 示 板 細 則 

 

（目 的） 

第 １ 条  この細則は福井県社会保険労務士会則第６６条に基づき、開業社会保険

労務士の身分を明確にするため掲示する事務所表示板について必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

（事務所への名称表示） 

第 ２ 条  開業社会保険労務士である会員（以下「会員」という。）は、その事務

所に社会保険労務士事務所の名称を表示しなければならない。 

 

（事務所表示板） 

第 ３ 条  前条に定める会員の事務所への名称表示に資するため、事務所表示板を

作成しなければならない。 

２  事務所表示板は原則として事務所入口に掲示しなければならない。 

 

（形 状） 

第 ４ 条  事務所表示板の形状、材質、色、字体等は事務所にふさわしい形状と  

る。 

 

（掲示の制限） 

第 ５ 条  会員が次の各号の１に該当したときは、事務所表示板を掲示してはなら

ない。 

（１） 会員の資格を喪失したとき。 

（２） 会員権停止の処分をうけた期間 

 

 

附  則 

 

（施行期日） 

この細則は昭和６０年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

この細則は令和６年１１月８日から施行する。 

（事務所表示板） 
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第 ３ 条、第 ４ 条 条文一部改定 
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支  部  細  則 

 

（目 的） 

第 １ 条  この細則は、福井県社会保険労務士会（以下「本会」という。）会則（以

下「会則」という。）第５条第２項の規程による支部の組織及び運営に関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（名称、事務所の所在地及び区域） 

第 ２ 条  支部の名称及び区域は、次表のとおりとする。 

 

支部名 区  域 

福井支部 福井市、坂井市、あわら市、大野市、勝山市、吉田郡 

武生支部 越前市、鯖江市、丹生郡、南条郡、今立郡 

嶺南支部 敦賀市、小浜市、三方郡、三方上中郡、大飯郡 

 

２  支部の事務所の所在地は、支部長の事務所の住所とする。 

 

（業 務） 

第 ３ 条  支部は、本会の会務の運営に関し、会長の指示に従い、次の業務を行う。 

（１） 支部会員（以下「会員」という。）の品位を保持するための指導、連絡 

（２） 会員の資質の向上を図るための社会保険労務士業務に関する研修会、講

習会等の開催 

（３） 社会保険労務士業務の改善進歩を図るための調査研究 

（４） 労働、社会保険諸法令に関する調査研究 

（５） 業務関係図書及び資料の斡旋並びに頒布 

（６） 関係行政機関に対する協力及び連絡 

（７） 会員の福利厚生 

（８） その他本会の運営につき、会長が必要とする事項 

 

（会 員） 

第 ４ 条  会員は、本会の会員であって、支部の区域内に事務所又は勤務先若しく

は住所を有する者とする。 

２  会員は、法第１４条の２第２項及び第３項に該当するものにあっては事務

所の所在地が、社労士法施行規則第１２条第５項の３に該当する者にあって

は現住所が、第２条の規定による区域に該当する支部に所属するものとする。 
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（会員名簿） 

第 ５ 条  支部に、会員名簿を備える。 

 

（役 員） 

第 ６ 条  次の役員を置く。 

 

支部名 支部長 副支部長 幹 事 監 査 

福井支部 １人 ２人 若干名 ２人 

武生支部 １人 １人   〃 ２人 

嶺南支部 １人 １人  〃 ２人 

 

 

（役員の選任及び報告） 

第 ７ 条  支部の幹事及び監査は、支部総会において支部会員の中から選任し、支

部長及び副支部長は幹事の中から互選する。 

２  支部長は、前項の役員の委嘱及び解嘱の結果について速やかに会長に報告

するものとする。 

 

（役員の職務） 

第 ８ 条  支部長は、支部の業務を総括し、支部を代表するとともに、本会との連

絡調整にあたるものとする。 

２  副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、その職務を行う。 

３  幹事は、支部長の命を受けて支部の業務を分担、執行する。 

４  監査は、会務の執行及び会計を監査し、支部総会に報告するほか役員会に

出席して、その職務に関し意見を述べることができる。 

 

（役員の任期） 

第 ９ 条  役員の任期は、会則第１７条の規定を準用する。 

 

（役員会） 

第１０条  役員会は、必要に応じ支部長が招集し、業務の執行について協議する。 

 

（支部会） 

第１１条  会員相互の連絡調整を図るため、会員をもって構成する支部会を定期又

は臨時に開催する。 
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（会議の通知） 

第１２条  支部長は、支部会を開催するときは、少なくとも開催日の７日前までに、

日時、場所及び議案を会員に通知するものとする。 

 

（報告及び稟議等） 

第１３条  支部は、次の事項について本会に報告する。 

（１） 支部の予算及び決算に関する事項。 

（２） 役員及び支部会において必要と認めた事項。 

（３） 会員の規律違反に関する事項。 

（４） 支部長が報告することを必要と認めた事項。 

２  支部は、社会保険労務士制度若しくは本会の会務について会長に稟議し又

は意見を上申することができる。 

 

（本会役員の出席） 

第１４条  支部で招集する会議に必要に応じ本会役員が出席することができる。 

 

（経費の負担） 

第１５条  支部経費は、支部会費、本会の助成金、寄附金、その他事業収入をもっ

て支弁する。 

 

（支部交付金） 

第１６条  本会は支部事業の推進を図る為、毎年度予算の範囲に於いて支部平等割

及び毎年度４月１日現在の支部会員数に別表に定める金額を乗じて得た額

を事業助成金として支部に交付する。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第１７条  支部長は毎年５月末日までに翌年度の予算計画及び収支予算を本会会

長に報告しなければならない。 

 

（決算報告） 

第１８条  支部長は毎年５月末日までに前年度の収支決算を本会会長に報告しな

ければならない。 

第１９条  支部の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
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附  則 

 

（施行期日） 

この細則は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この細則は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第 16条関係） 

区  分 交付金 備  考 

支部平等割 ３０，０００円 １支部当り 

支部会員割（１人当り） １，２００円 支部会員数に乗じた額 

 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この細則は、平成２４年４月１日から施行する。 

別表（第 16条関係） 

区  分 交付金 備  考 

支部平等割 ５０，０００円 １支部当り 

支部会員割（１人当り） １，５００円 支部会員数に乗じた額 

 

 

（施行期日） 

この細則は、令和６年１１月８日から施行する。 

（会 員） 

第 ４ 条第２項の条文一部改定 
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役員選出基準細則 

 

（目 的） 

第 １ 条  この細則は福井県社会保険労務士会会則第１４条及び第１５条の規定

に基づき、役員の選任に関し必要な事項を定めることを目的として会則第６

６条により定める。 

 

（支 部） 

第 ２ 条  この細則にいう支部は、会則第５条及び支部細則により設置された次の

３支部とする。 

福井・武生・嶺南 

 

（理事及び監事候補の選出手順） 

第 ３ 条  理事及び監事候補は、支部推薦者と全県下から選挙で選ばれる者から構

成する。 

２  役員の選出方法は、会長指名及び総務委員会から構成される選挙管理委員

会（１２名以内）を改正年度の前年度中(以下「選挙年度」という。) に組

織し、支部推薦役員候補及び全県下から選出される役員候補に関する選挙等

の一切の事務を取扱う。 

３  委員会の代表の者は、選挙結果を総会に報告し、選任についての承認を求

める。 

 

（理事及び監事候補の推薦） 

第 ４ 条  各支部は、第３条の役員選挙前までに、支部細則第１１条に定める支部

総会の議を経て、理事及び監事候補推薦者を決定して、役員選考委員会に推

薦する。 

理事、監事候補の員数は、支部所属会員数に基づいて定められた次の表による。 

・理事                  ・監事 

地区所属会員数 推薦者 

 

支部名 推薦者 

１～１００名 ２名 福井 １名 

１０１～２００名 ４名 武生 １名 

２０１～   名 ５名 嶺南 １名 

 

２  所属会員数の算定時期は、選挙年度の１月１日現在とする。 
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（正副会長選任の手順） 

第 ５ 条  第４条により推薦され、総会の承認を得て選任された理事は、総会後、

正副会長の互選のため理事会を開催する。 

 

（会長の互選） 

第 ６ 条  会長の選出は、理事の互選とする。 

 

（副会長の互選） 

第 ７ 条  副会長は５人以内とし、理事の互選とする。 

 

第 ８ 条  削除 

 

（被選者の義務） 

第 ９ 条  前各条による被選者は、総会終了後７日間以内に就任承諾書を会長に提

出しなければならない。 

２  選任された者が、前項の届出をしないときは、その者は当該役員に就任し

ないものとみなす。 

 

（会員数の増減と支部選出理事員数） 

第１０条  第４条に定める推薦により選任された各支部の理事員数は、次期役員改

選期まで所属会員数の増減にかかわらず、原則としてこれを変更しない。 

 

（理事、監事の補欠選任） 

第１１条  理事及び監事が、任期中、死亡、疾病、その他の事由により辞任したと

き、又は会則第１８条により解任若しくは退任したときは、支部推薦理事に

ついては支部推薦者より、また、選挙により選出された理事については次点

の者が、理事及び監事に就任することができる。 

２  前項の場合、次の理事会に付議しその承認を得て会則第１５条に基づく補

欠選任措置を行うことができる。 

３  補欠選任措置を行ったときは、会長はこれを次期総会に報告し、その承認

を得なければならない。 

 

（その他） 

第１２条  この細則に定めない事項の生じたとき、又はその解釈適用に疑義を生じ

た場合は、本会会則に基づき理事会において円滑に処理するものとする。 
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附   則 

（施行期日） 

この細則は昭和６２年５月２日より施行する。 

 

 

附   則 

（施行期日） 

この細則は平成４年４月２５日より改正施行する。 

（地区所属会員数、推薦者） 

 

 

附   則 

この細則は平成１７年４月１１日より改正施行する。 

（地区所属会員数、推薦者） 

 

 

（施行期日） 

この細則は平成２６年９月３０日より改正施行する。 

（副会長の互選） 

第７条の副会長の人数３人から５人の改定 

 

 

附   則 

（施行期日） 

この細則は平成３１年１月１０日より改正施行する。 

（理事及び監事の選出手順） 

（理事及び監事候補の推薦） 

 

 

附   則 

（施行期日） 

この細則は令和３年３月１８日より改正施行する。 

（理事及び監事候補の選出手順） 

（正副会長の選任の手順） 

（総会への報告）第８条 削除 
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慶 弔 見 舞 規 程 

 

（目 的） 

第 １ 条  本会の慶弔見舞等に取扱いは、この規程の定めるところによる。 

 

（慶祝金） 

第 ２ 条  慶事には、次の慶祝金を贈る。 

項 目 区 分 慶祝金 摘  要 

本人結婚 会 員 ２０，０００円 祝電をおくる。 

２  会員が本会以外から表彰をうけ、又は特別な栄誉に浴した時は、理事会の

議を経て、祝辞を表し金品を贈ることができる。 

 

（香 典） 

第 ３ 条  弔事には、次の弔慰金を贈る。 

項 目 区 分 弔慰金 摘  要 

本人死亡 会 員 ２０，０００円 花輪並びに弔電をおくる。 

配偶者及び 

同居の父母死亡 
会 員 １０，０００円 花輪並びに弔電をおくる。 

一親等の血族の

死 亡 
会 員 １０，０００円 

弔電をおくる。但し、喪主の場合

は上記に準ずる。 

 

（見舞金） 

第 ４ 条  傷病・災害には、次の見舞金を贈る。 

項 目 区 分 見舞金 摘  要 

本人傷病 会 員 ５，０００円 同一傷病、１回限り。 

１ヶ月以上の入院、又は２ヶ月以上の自宅療養の場合に適用する。 

 

項 目 区 分 摘    要 

災 害 会 員 
震災・風水害・盗難等、被災の地域・被害の程度に

応じ、その都度、会長が決定する。 
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（会員外） 

第 ５ 条  本会と密接な関係を有する者の、死亡・傷病・罹災・転勤・退職等に対

する、弔慰見舞金・餞別等については、会長が定める。 

 

（弔事通報） 

第 ６ 条  会員は、本人家族又は他の会員に弔事該当者が生じたときは、速やかに

事務局に通報するものとする。 

 

（訪 問） 

第 ７ 条  この規程に定める慶弔見舞には、本会の役員が訪問し、慶弔見舞の辞を

述べ、所定の金員を贈るものとする。 

 

（変 更） 

第 ８ 条  この規程は、理事会の議決により、変更することができる。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、昭和５５年７月１１日より施行する。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成５年４月１日より施行する。 
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旅  費  規  程 

 
（目 的） 

第 １ 条  この規程は福井県社会保険労務士会会則第６４条の規定に基づき役員、

会員及び事務局員が会務の執行のために要する旅費の弁償について定める

ことを目的とする。 

 

(旅 費) 

第 ２ 条  旅費とは交通費、宿泊費及び日当をいい次の区分にて支給する。 

（１） 福井県外に出張する場合 

  イ  交通費  普通旅客運賃及び特急料金、新幹線料金の実費 

  ロ  宿泊費  宿泊を必要とする場合の宿泊日数に応じて、１泊 12,000

円を支給する。ただし、宿泊を含む参加費用を本会が支弁す

るときは、宿泊費は支給しない。 

  ハ  日 当  日当は、県外に出張した場合に出発の日から帰着の日まで

の日数に応じ１日につき 3,000円 

（２） 県内に出張する場合 

  交通費  普通旅客運賃及び特急料金の実費 

 

（順路及び計算） 

第 ３ 条  前条の交通費はもっとも経済的な通常の経路により計算した公共交通

機関の費用の実費を支給する。ただし、止むを得ない事由によって順路によ

ることができないときは、実際に通過した経路によって計算することができ

る。 

 

（会議等における交通費） 

第 ４ 条  本会の会議（役員会、理事会、各委員会等）に出席するために、相当程

度な距離に要する交通費を支給する。 

 

（額の算出方法） 

第 ５ 条  前条によって支給される交通費は当該役員等の事務所又は、勤務先若し

くは住所から会議が開催される会場までの間で、公共交通機関を利用した場

合はその実費とし、自家用車を利用した場合は往復距離に 37円/ｋｍを積算

した額とする。自家用車利用で片道距離が 50km を超える時は、高速料金の

実費（領収書添付）を弁償する。また、駐車料金についても、一律 500円を

弁償する。 
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（旅費の精算） 

第 ６ 条  第２条の旅費は精算により支給することを原則とする。 

ただし、精算によることが適当でないと認めるときは概算払いとすることが

できる。 

 

(様式等) 

第 ７ 条  この規程の運用上必要とする精算書、その他の様式については会長が別

に定める。 

 

 

附  則 

(施行期日) 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

 

 

附  則 

(施行期日) 

この規程は、平成１９年１１月１日から改正施行する。 

 

附  則 

(施行期日) 

この規程は、平成２１年６月１２日改正 溯り 4月 1日から施行する。 

（額の算出方法） 

第 ５ 条  自家用車を利用した場合は往復距離に 15 円/ｋｍを積算した額とする。

の 15円/ｋｍを 37 円/ｋｍに変更する。 

駐車料金についても、その実費（領収書添付）を弁償する。のその実費を一律 500

円に変更する。 
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総合労働相談所運営要綱 

 

（目 的） 

第 １ 条  この要綱は、労働問題を巡る地域住民や中小企業の司法ニーズ等の高ま

りのもとで、会員社会保険労務士が当該分野の専門職として、この要請に高

度な専門性で応え、的確な相談助言サービスを提供することにより、雇用ト

ラブル及び個別労使紛争等を未然に防止し、また、この解決に寄与すること

を目的として設置する任意ＡＤＲ機構の組織と運営に関する事項を定める。 

 

（名称及び設置場所） 

第 ２ 条  前条の機構は、これを総合労働相談所（以下「相談所」という。）と称

する。 

  ２  相談所は、福井県社会保険労務士会事務局に設置する。 

 

(業 務) 

第 ３ 条  相談所は、この目的達成のため次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） 経営者や労働者からの各種労働問題及び個別労使紛争の相談等に対応す

る。 

（２） 会員社会保険労務士が抱える各種労働問題・個別労使紛争の相談等に応

ずる。 

（３） 相談事例を体系的に分類整理し、本会内外に向けての資料として活用す

る。 

（４） 関係行政庁及び外郭機関並びに経済団体や労働団体等との連携を密にし

て協同協力体制の構築に努め、相談助言サービスを充実する。 

（５） 前各号のほか、第１条記載の目的達成に必要な事業を行う。 

 

（運営体制） 

第 ４ 条  相談所の運営スタッフを次のとおり配置する。 

（１） 担当理事      2名 

（２） 相談所長      1名（理事兼任可） 

（３） 相談所員    若干名 

（４） 顧  問    所要数 

（５） 事務局員    所要数 

 

  ２  相談所の運営スタッフは、次のとおり選任して会長が委嘱する。 

（１） 担当理事は、会長の指名に基づき、理事会の承認を得る。 
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（２） 相談所長は、会長の指名に基づき、理事会の承認を得る。 

（３） 相談所員は、専門分野別に会長が指名する。 

（４） 顧問は、会長が指名する。 

（５） 事務局員は、当面本会職員がこれを兼ねる。 

 

（運営スタッフの職務） 

第 ５ 条  運営スタッフの職務分掌を次のとおり定める。 

（１） 担当理事は、相談所の企画運営を統括掌理する。 

（２） 相談所長は、相談所の実務を統括管理する。 

（３） 相談所員は、相談所長の指示のもとに、相談助言の実務に携わる。 

（４） 顧問は、司法・経営・工学等専門的事項について諮問に応じる。 

（５） 事務局員は、相談依頼の受付その他連絡調整等の事務に従事する。 

  ２  運営スタッフは、本要綱で定める相談業務で知り得た秘密を他に漏らして

はならない。 

 

（運営スタッフの任期） 

第 ６ 条  運営スタッフの任期は、本会役職員の任期に関する規定を準用する。 

 

（運営会議） 

第 ７ 条  相談所は、必要に応じて、運営スタッフによる会議を開催する。 

  ２  会長は、いつでも前項の会議に参画し、意見を述べることができる。 

 

(相談所の開設日) 

第 ８ 条  相談日を次のとおり設定する。 

（１） 定例相談日は毎月２回とし、第１・第３金曜日とする。 

（２） 臨時相談日は随時相談所長が定める。 

 

（相談の受付その他方法等） 

第 ９ 条  相談の受付及び相談の方法は次のとおりとする。 

（１） 相談希望者は、予め事務局に予約するものとする。 

（２） 事務局員は、相談事項要約を相談所長に連絡する。 

（３） 相談所長は、担当相談所員及び相談方法を決定通知する。 

 

（謝金その他） 

第１０条  相談所員の相談料は、法令及び実情を勘案して会長が決定する。 

  ２  本要綱に定めのない事項またはこの要綱の規定について疑義を生じたと

きは、運営スタッフによる会議に諮って、これを決する。 
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附   則 

 

(施行期日) 

この要綱は、平成１４年８月１日より施行する。 

 

 

附  則 

 

(施行期日) 

この要綱は、平成３０年５月１０日より施行する。 

(相談所の開設日) 

第８条の相談日を第１・第３土曜日から金曜日に変更する。 
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褒 彰 推 薦 規 程 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、福井県社会保険労務士会（以下「本会」という）会長が、

会員であって社会保険労務士制度の発展に努め、その功績が顕著な者を被褒

彰者として推薦することを目的とする。 

 

（褒章の種類） 

第 ２ 条  褒彰の種類は次のとおりとする。 

     ① 厚生労働大臣 

② 福井県知事 

     ③ 福井労働局長 

     ④ その他 

     尚、表彰状・感謝状の種別については、担当官庁と協議の上、決定する。 

 

（褒彰基準） 

第 ３ 条  褒彰は、現に本会の役員であって、次の各号の１に該当した会員に対し

て行うものとする。 

（１） 社会保険労務士として多年にわたりその職責を尽くし、社会保険労務士

制度の発展に寄与した功績が顕著であったと認められる者 

（２） 本会の役員として通算 4期以上在任が終了し、尚且つ副会長以上の要職

を経験した者 

（３） 他の機関の表彰規定に該当する者 

（４） 前各号に準ずる者で、その功績が顕著であったと認められる者 

   

（審 査） 

第 ４ 条  会長は、褒彰者を推薦する場合、理事会で承認を受けなければならない。 

     また、事前に承認を受けることが出来ない場合、事後報告をしなければな

らない。 

 

（雑 則） 

第 ５ 条  この規程に定めのない事項については、その都度協議し決定する。 

 

 

 



 

- 58 - 

 

附   則 

 

（施行期日） 

この規程は、平成１５年１１月 １日から施行する。 

 

 

（施行期日） 

この規程は、平成２８年２月 ９日から施行する。 

（褒章の種類） 

第 ２ 条の②社会保険庁長官④福井社会保険事務局長を削除により項番訂正



 

- 59 - 

 

優良事務職員褒彰規程 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、福井県社会保険労務士会(以下「本会」という)会長が、長

年にわたり会員事務所に勤務し、社会保障制度の普及及び社会保険労務士制

度の発展に寄与した優良事務職員及び県会事務局に勤務し、社会保険労務士

制度の発展に寄与した者を褒彰することを目的とする。 

 

（褒彰の種類） 

第 ２ 条  褒彰の種類は、次のとおりとする。 

① 表 彰 状 

② 感 謝 状 

２  前号に規定する褒彰には、記念品を付して行うことができる。 

 

（褒彰の基準） 

第 ３ 条  褒彰は、現に本会事務局職員か会員の事務職員であって、次に該当した

事務職員に対して行うものとする。但し、事務局職員については現職を問わ

ないものとする。  

（１） 会員事務所に事務職員として 10 年以上勤務し、社会保障制度の普及及

び社会保険労務士制度の発展に寄与した者 

（２） 本会事務局職員(事務局長を含む)として勤務し、社会保険労務士制度の

発展に寄与した功績が顕著な者で会長が推薦する者 

（３） 前各号に準ずる者でその功績が顕著な者 

 

（審 査） 

第 ４ 条  会長は、褒彰をする場合、理事会で承認を受けなければならない。 

また、やむを得ない事由で事前に承認を受けることが出来ない場合、事後

報告をしなければならない。 

 

（褒彰の時期） 

第 ５ 条  褒彰は、原則として記念式典等の特別な場合に行うものとする。 

但し、特別な場合、通常総会の場で行うこともできる。 

 

（行政・中央褒彰の申請） 

第 ６ 条  会長は、必要と認める場合、関係官庁及び全国社会保険労務士会連
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合会等に褒彰を申請することができる。 

 

（雑 則） 

第 ７ 条  この規程に定めのない事項については、その都度協議し決定する。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成１５年１１月 １日から施行する。 
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名 札 着 用 規 程 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、福井県社会保険労務士会の会員及びその補助者が、行政機

関等に対し労働・社会保険諸法令に基づく業務を行うにあたり、身分・氏名

等を明らかにして職務の責任を明確にすることにより、行政等との信用関係

を構築し、ひいては社会保険労務士の知名度の向上及び職域の確立に資する

ことを目的として、名札の着用について必要な事項を定める。 

 

（着用対象者） 

第 ２ 条  名札の着用対象者は次の通りとする。 

（１） 開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人の社員たる会員（以下「開

業社会保険労務士」という。） 

（２） 前号の会員の事務所に勤務する会員（以下「勤務等社会保険労務士」と

いう。） 

（３） 第１号の会員の使用人その他従業者（以下「補助者」という。） 

２  前項第３号の補助者とは、雇用関係にある使用人のほか、雇用関係に基づ

かない者であってもその指揮監督下にあると認められる家族従業者等も含

む。 

 

（名札の種類） 

第 ３ 条  着用する名札の種類は、次のとおりとする。 

開業社会保険労務士・勤務等社会保険労務士・補助者用  

（台紙上段に種別区分記載 白色） 

 

（名札の交付及び有効期限） 

第 ４ 条  名札は、福井県社会保険労務士会会長が交付する。 

２  名札の有効期限は、名札発行の日から起算して５年とする。 

ただし、一斉更新の場合はこの限りではない。 

 

 

（名札の管理責任） 

第 ５ 条  交付された名札は、各社会保険労務士会員が責任をもって管理しなけれ

ばならない。 

２  補助者の名札については、当該開業社会保険労務士が責任をもって管理す
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るものとする。 

 

（譲渡・貸与の禁止） 

第 ６ 条  名札は、理由の如何を問わず他人に譲渡し又は貸与してはならない。 

 

（名札の表示） 

第 ７ 条  名札には、氏名・資格表示・事務所等明記し、写真を貼付するものとする。 

２  前項の写真は、交付を受ける３ヶ月以内に撮影したものとする。 

３  名札の形状等は、別紙のとおりとする。 

 

（名札の申請手続） 

第 ８ 条  会員が名札を申請する場合は、様式第１号「名札交付申請書」に写真を

添付するものとする。 

２  補助者が名札を申請する場合は、当該社会保険労務士が様式第１号の２

「名札交付申請者」に写真を添付して行うものとする。 

 

（名札の着用方法） 

第 ９ 条  名札は、ループ式（附帯の紐で首に掛ける）または、クリップ式（附帯

のクリップを胸ポケット等に留める）にて胸部中央部又は左胸部の見易いと

ころに着用するものとする。 

 

（名札の変更手続） 

第１０条  名札の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに様式第２号「名札の記

載事項変更申請書」に写真及び変更前の名札を添付して申請し、新たな名札

の交付を受けるものとする。 

 

（名札の継続・再交付） 

第１１条  名札の滅失・毀損した場合は、速やかに、様式第３号の「名札再交付申

請書」に写真を添付し再交付を受けるものとする。毀損の場合、名札を返納

しなければならない。 

 

（名札の返納） 

第１２条  名札の交付を受けた者が、第２条の着用対象者に該当しなくなった場合

は、直ちに名札を返納しなければならない。 

２  補助者の名札の返納は、当該開業社会保険労務士が責任をもって行うもの

とする。 

３  前各項の返納の手続は、様式第４号「名札返納届出書」により行うものとす
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る。 

 

（費 用） 

第１３条  名札の作成は、実費とする。 

 

 

附    則 

（施行期日） 

この規程は、平成１８年１月１日から施行する。 

 

 

附    則 

（施行期日） 

この規程は、平成２１年１月１日から施行する。 

（名札の交付及び有効期限） 

第 ４ 条（２）に定める有効期限を３年から５年に改める。 

 

（施行期日） 

この規程は、平成２８年２月９日から施行する。 

（名札の交付及び有効期限） 

第 ４ 条 ２項ただし、一斉更新の場合はこの限りではない。を追加 

 

（施行期日） 

この規程は、令和６年１１月８日から施行する。 

（名札の表示） 

第 ７ 条 条文一部改定 

（名札の継続・再交付） 

第１１条 条文一部改定 
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別 紙 開業社会保険労務士用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サイズ：55㎜×91㎜  （写真１枚 縦 25㎜×横 20 ㎜） 

   勤務等社会保険労務士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サイズ：55㎜×91㎜  （写真１枚 縦 25㎜×横 20 ㎜） 

   補助者用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サイズ：55㎜×91㎜  （写真１枚 縦 25㎜×横 20 ㎜） 

 

    （特定）社 会 保 険 労 務 士〔開業会員〕 

登録番号      会員番号 

事務所名 

会員氏名 

 

上記の者は、本会の会員であることを証明する。 

 

          

        福井県社会保険労務士会 

 

 

    （特定）社 会 保 険 労 務 士〔勤務等会員〕 

登録番号      会員番号 

勤務先名 

会員氏名 

 

上記の者は、本会の会員であることを証明する。 

 

        

        福井県社会保険労務士会 

 

           第   号 

           補助者の証票 

氏 名 

 

上記の者は、社会保険労務士        の補助者 

であることを証明する。 

  

福井県社会保険労務士会 
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様式第１号 

 

令和  年  月  日 

 

福井県社会保険労務士会 会長 殿 

 

申請人 事務所所在地 

   事務所名称 

     又は勤務先名称 

         社会保険労務士氏名  

 

 

 

名札交付申請書（会員用） 

 

 

名札の交付について、次のとおり申請します。 

 

社会保険労務士氏名  

事務所名称 

又は勤務先名称 

 

登録番号  

会員番号  

開業・勤務等会員区分 開 業   ・  勤 務 等 

※ 写真（縦 25㎜×横 20㎜）を１枚添付すること 
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様式第１号の２ 

 

令和  年  月  日 

 

福井県社会保険労務士会 会長 殿 

 

申請人 事務所所在地 

   事務所名称 

        社会保険労務士氏名  

 

 

 

名札交付申請書（補助者用） 

 

 

補助者名札の交付について、次のとおり申請します。 

 

補 助 者 氏 名 現 住 所 雇用年月日 

   

   

   

   

※ 写真（縦 25㎜×横 20㎜）を１枚添付すること 
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様式第２号 

 

令和  年  月  日 

 

福井県社会保険労務士会 会長 殿 

 

申請人 事務所所在地 

   事務所名称 

                   社会保険労務士氏名            

 

 

 

名札の記載事項変更申請書 

 

 

名札の記載事項について、次のとおり変更申請します。 

 

変更者の氏名  

社会保険労務士及び補助者の区分 会  員  ・  補 助 者 

変更事項 氏名 ・ 事務所名称 ・ 会員番号 ・ その他（    ） 

 

変更事由 

及び内容 

〔事由〕 

〔変更前〕 

〔変更後〕 

※ 写真（縦 25 ㎜×横 20㎜）を１枚添付すること 

※ 旧名札を添付すること 
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様式第３号 

 

令和  年  月  日 

 

福井県社会保険労務士会 会長 殿 

 

申請人 事務所所在地 

   事務所名称 

                   社会保険労務士氏名             

 

 

 

名札の再交付申請書 

 

 

名札の記載事項について、次のとおり変更申請します。 

 

再交付者の氏名  

社会保険労務士及び補助者の区分 会  員  ・  補 助 者 

滅失・毀損の別 滅  失  ・  毀  損 

 

 

再交付の事由 

 

※ 写真（縦 25 ㎜×横 20㎜）を１枚添付すること 

※ 毀損の場合は旧名札を添付すること 
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様式第４号 

 

令和  年  月  日 

 

福井県社会保険労務士会 会長 殿 

 

申請人 事務所所在地 

   事務所名称 

                    社会保険労務士氏名          

 

 

 

名札返納届出書 

 

 

名札の記載事項について、次のとおり変更申請します。 

 

名札返納者氏名  

社会保険労務士及び補助者の区分 会  員  ・  補 助 者 

名札返納部数  

 

 

返納の事由 

 

※ 返納する名札を添付すること 
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個人情報保護細則 

 

（目 的） 

第 １ 条  この細則は、個人の権利利益を保護するため、福井県社会保険労務士会

（以下「会」という。）の保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

（個人情報の範囲） 

第 ２ 条  この細則において「個人情報」とは、個人及び特定の事業所に関する情

報であって、特定の個人及び企業が識別され、又は識別され得るものをいう。 

 

（収集の制限） 

第 ３ 条  会は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明

確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正

な手段により収集するものとする。 

２  会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因とな

る個人情報を収集しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、この限りでない。 

（１） 法令などに定めがあるとき 

（２） 業務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき 

３  会は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１） 法令などに定めがあるとき 

（２） 本人の同意があるとき 

（３） 出版などにより公にされているとき 

（４） 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと

認められるとき 

（５） 前各号に掲げる場合のほか、本人以外のものから収集することに相当な

理由があると認められるとき 

 

（利用及び提供の制限） 

第 ４ 条  会は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を利

用し、又は外部提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、この限りでない。 

（１） 法令などに定めがあるとき 
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（２） 本人の同意があるとき 

（３） 出版などにより公にされているとき 

（４） 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと

認められるとき 

（５） 公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき 

２  会は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、

個人の権利利益を不当に侵害することのないようにするものとする。 

 

（提供先に対する措置要求） 

第 ５ 条  会は、外部に個人情報を提供する場合において、必要があると認めると

きは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法

の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱について必要な措置を

講ずるよう求めるものとする。 

 

（正確性及び安全性の確保） 

第 ６ 条  会は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で個人情報を正確

な状態に保つよう努めるものとする。 

２  会は、個人情報の漏えい、減失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な

管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３  会は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄

し、又は消去するものとする。ただし、法令等により保存する必要があるも

のについては、この限りでない。 

 

（業務委託に伴う措置） 

第 ７ 条  会は、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、個人情報の

保護に関し必要な措置を講ずるものとする。 

 

（職員・会員の責務） 

第 ８ 条  個人情報を取り扱う職員又は会員、並びに職員又は会員であった者は、

職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならない。また、退職（退会）後においても同様とする。 

 

（自己情報の開示） 

第 ９ 条  会は、その保有する個人情報について、開示の申出があったときは、申

し出た者が申出に係る個人情報の本人であることを確認した上で、これに応

ずるよう努めるものとする。ただし、開示しようとする個人情報が次の各号

の一に該当するときは、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことがで
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きる。 

（１） 法令などの定めるところにより、開示をすることができないと認められ

るとき 

（２） 開示をすることにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあ

るとき 

（３） 開示をすることにより、会の事務の適正な遂行に支障が生ずるおそれが

あるとき                            

 

（開示の申出に対する通知など） 

第１０条  会は、開示の申出があったときは、当該申出があった日の翌日から起算

して 14 日以内に、開示の申出に係る個人情報を開示するかどうかを通知す

るものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知すること

ができないときは、この限りでない。 

２ 会は、開示する旨の通知をしたときは、速やかに当該個人情報を開示する

ものとする。 

 

（費用負担） 

第１１条  会は、個人情報の開示を受ける者から、会が別に定める実費の費用を徴

収することがある。 

 

（自己情報の訂正） 

第１２条  会は、開示を受けた個人情報について訂正の申出があった場合において、

当該個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、これに応ずるものとする。 

 

（訂正の申出に対する通知） 

第１３条  会は、訂正の申出があったときは、当該申出があった日の翌日から起算

して 30 日以内に、訂正の申出に係る個人情報を訂正するかどうかを通知す

るものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知すること

ができないときは、この限りでない。 

 

（苦情の処理） 

第１４条  会は、その保有する個人情報の取扱いに関する苦情などについては、適

正かつ迅速な処理に努めるものとする。 

 

（雑 則） 

第１５条  この細則に定めるもののほか、会の保有する個人情報の保護について必

要な事項は別に定める。 
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附   則 

 

（施行期日） 

この細則は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 
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年金相談センター運営要綱 

 

（目 的） 

第 １ 条  この要綱は、国の年金制度への国民の関心の高まりのもとで、会員社会

保険労務士が当該分野の専門職として、この要請に高度な専門性で応え、的

確な相談助言サービスを提供することにより、国民の年金制度への理解を促

進することを目的として設置する年金相談センターの組織と運営に関する

事項を定める。 

 

（名称及び設置場所） 

第 ２ 条  前条の機構は、これを年金相談センター（以下「センター」という。）

と称する。 

  ２  センターは、福井県社会保険労務士会事務局に設置する。 

 

(業 務) 

第 ３ 条  センターは、この目的達成のため次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） 国の年金制度加入者や受給者、地域住民、事業主等からの年金相談等に

対応する。 

（２） 会員社会保険労務士が抱える各種年金問題の相談等に応ずる。 

（３） 相談事例を体系的に分類整理し、本会内外に向けての資料として活用する。 

（４） 関係行政庁及び外郭機関との連携を密にして共同協力体制の構築に努め、

相談助言サービスを充実する。 

（５） 前各号のほか、第１条記載の目的達成に必要な事業を行う。 

 

（運営体制） 

第 ４ 条  センターの運営スタッフを次のとおり配置する。 

（１） 担当理事      2名 

（２） センター所長    1名（理事兼任可） 

（３） センター員    若干名 

（４） 顧  問     所要数 

（５） 事務局員     所要数 

 

  ２  センターの運営スタッフは、次のとおり選任して会長が委嘱する。 

（１） 担当理事は、理事会の承認を得て会長が指名する。 

（２） センター所長は、会長の指名に基づき、理事会の承認を得る。 
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（３） センター員は、会長が指名する。 

（４） 顧問は、会長が指名する。 

（５） 事務局員は、当面本会職員がこれを兼ねる。 

 

（運営スタッフの職務） 

第 ５ 条  運営スタッフの職務分掌を次のとおり定める。 

（１） 担当理事は、センターの企画運営を統括掌理する。 

（２） センター所長は、センターの実務を統括管理する。 

（３） センター員は、センター長の指示のもとに、相談助言の実務に携わる。 

（４） 顧問は、法律・実務等専門的事項について諮問に応じる。 

（５） 事務局員は、相談依頼の受付その他連絡調整等の事務に従事する。 

２  運営スタッフは、本要綱で定める相談業務で知り得た秘密を他に漏らして

はならない。 

 

（運営スタッフの任期） 

第 ６ 条  運営スタッフの任期は、本会役職員の任期に関する規定を準用する。 

 

（運営会議） 

第 ７ 条  相談所は、必要に応じて、運営スタッフによる会議を開催する。 

２  会長は、いつでも前項の会議に参画し、意見を述べることができる。 

 

(センターの開設日) 

第 ８ 条  相談日を次のとおり設定する。 

（１） 定例相談日は毎月２回とし、第１・第３月曜日とする。 

（２） 臨時相談日は随時センター所長が定める。 

 

（相談の受付その他方法等） 

第 ９ 条  相談の受付及び相談の方法は次のとおりとする。 

（１） 相談希望者は、予め事務局に予約するものとする。 

（２） 事務局員は、相談事項要約を相談所長に連絡する。 

（３） センター所長は、担当センター員及び相談方法を決定通知する。 

 

（謝金その他） 

第１０条  センター員の相談料は、法令及び実情を勘案して会長が決定する。 

  ２  本要綱に定めのない事項またはこの要綱の規定について疑義を生じたと

きは、運営スタッフによる会議に諮って、これを決する。 
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附   則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１９年４月１日より施行する。 

  

 

附   則 

 

（施行期日） 

この要綱は、平成２１年１月２３日より施行する。  

（運営体制） 

第４条２項の（１）を改定 

 

 

附  則 

 

(施行期日) 

この要綱は、平成３０年５月１０日より施行する。 

(センターの開設日) 

第８条の相談日を第１・第３土曜日から月曜日に変更する
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情 報 公 開 規 則 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規則は、福井県社会保険労務士会会則（以下(会則)という。）第５３

条の２の規定により本会の情報公開について必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

（公開する本会の情報） 

第 ２ 条  公開する情報は、次のとおりとする。 

（１）  会 則 

（２）  会員名簿（開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員に限る。

以下同じ。） 

（３）  役員名簿 

（４）  通常総会において、承認された事業報告書及び決算報告書 

（５）  通常総会において、承認された事業計画書及び予算書 

（６）  社会保険労務士法（以下「法」という。）第２５条に規定する懲戒処分

に関する事項 

（７）  法第２５条の２４の１項に規定する違法行為等についての処分に関す

る事項 

（８）  法第２５条の３３に規定する注意勧告に関する事項 

（９）  法第５条第５号又は第６号の規定に該当し、かつ本会会長が必要と認め

るもの 

（１０） 会則第４１条に規定する会員に対する処分に関する事項 

（１１） その他本会会長が必要と認めるもの 

 

（会員名簿の公開）  

第 ３ 条 前条第２号に規定する会員名簿に関する事項の公開は、次のとおりとする。  

（１）  氏名  

（２）  登録番号  

（３）  事務所の名称、所在地及び電話番号又は主たる事務所の名称、所在地 

及び電話番号並びに従たる事務所の名称、所在地及び電話番号  

（４） その他本会会長が必要と認めた事項  

 

（社会保険労務士に対する懲戒処分等の公開） 

第 ４ 条  第２条第６号及び第７号に規定する懲戒処分等に関する事項並びに同
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条第９号に規定する事項の公開は、次のとおりとする。ただし、被処分者で

ある社会保険労務士又は社会保険労務士法人以外の人物等を特定すること

が可能な情報等は公開しないものとする。 

（１） 氏名又は社会保険労務士法人の名称 

（２） 登録番号又は登載番号 

（３） 事務所の名称及び所在地又は主たる事務所の所在地及び従たる事務所の

所在地 

（４） 懲戒処分等の年月日、内容及びその理由  

２  公開の期間は、次のとおりとする。 

（１）  戒告 処分の日から１年 

（２）  業務の停止 業務の停止の日から期間終了の翌日より２年 

（３）  失格処分又は解散 処分の日から５年 

（４）  第２条第９号に規定する事項 刑に処せられた日から５年以内で本会会

長が必要と認めた期間 

 

（注意勧告の公開） 

第 ５ 条  第２条第８号に規定する注意勧告に関する事項の公開は、次のとおりと

する。ただし、被処分者である社会保険労務士又は社会保険労務士法人以外

の人物等を特定することが可能な情報等は公開しないものとする。 

（１） 氏名又は社会保険労務士法人の名称 

（２） 登録番号又は登載番号 

（３） 事務所の名称及び所在地又は主たる事務所の所在地及び従たる事務所の

所在地 

（４） 注意勧告を行った年月日、内容及びその理由 

２  公開の期間は、注意勧告を行った日から１年とする。 

 

（会員に対する処分の公開） 

第 ６ 条  第２条第１０号に規定する会員に対する処分に関する事項の公開は、次

のとおりとする。ただし、被処分者である社会保険労務士又は社会保険法人

以外の人物等を特定することが可能な情報等は公開しないものとする。 

（１） 氏名又は社会保険労務士法人の名称 

（２） 登録番号又は登載番号 

（３） 事務所の名称及び所在地又は主たる事務所の所在地及び従たる事務所の 

所在地 

（４） 会員に対する処分を行った年月日、内容及びその理由 

２  公開の期間は、会員に対する処分を行った日から２年とする。 
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（公開の方法） 

第 ７ 条  第２条に規定する公開する情報は、本会会報又はインターネット上の本

会ホームページに掲載する。 

 

 

附    則 

（施行期日） 

この規則は、平成２０年１月３０日から施行する。 

 

附    則 

（施行期日） 

この規則は、平成２６年９月１６日から施行する。 

（公開する本会の情報） 

第 ２ 条 ２号、９号追加、１１号 本会を本会会長に改める。 

（会員名簿の公開）  

第 ３ 条 追加 

（社会保険労務士に対する懲戒処分等の公開） 

第 ４ 条 第１項に第２条第９号にかかる事項を追加 

     第２項に第２条第９号にかかる事項を追加（第４号） 

（注意勧告の公開） 

第 ５ 条  第２項の公開期間を２年から１年に改める。 
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特定個人情報等取扱規程 

 

第１章 総  則 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、福井県社会保険労務士会（以下「社労士会」という。）が

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）及び特定個人情報の

適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）に基づき、特定個人情報等

の保護に係る安全管理措置等について定め、社労士会の取り扱う特定個人情

報等の適正な取扱いを確保することを目的とする。 

   

（適用の範囲） 

第 ２ 条  この規程は、社労士会の役職員及び社労士会事業において必要となる役

職員以外の個人の特定個人情報等の取扱いに適用する。 

２  前項の規定にかかわらず、街角の年金相談センター（オフィス）において

従事する職員及び報酬支払対象者に係る特定個人情報の取扱いについては、

「街角の年金相談センターに関する特定個人情報等取扱規程」の定めるとこ

ろによる。 

 

（定 義） 

第 ３ 条  この規程で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。 

（１） 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５    

７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項に規定する個人情

報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）をいう。 

 

（２） 「個人番号」とは、番号法第７条第１項又は第２項の規定により、住民

票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載され

た住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。 

（３） 「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 

（４） 「特定個人情報等」とは、個人番号及び特定個人情報を併せたものをい

う。 

（５） 「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第２条第２項に規定する個

人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が
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保有するものをいう。 

（６） 「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報フ

ァイルをいう。 

（７） 「役職員」とは、役員（役員報酬の支払の対象者に限る。）及び雇用関

係にある職員をいう。 

（８） 「事務取扱責任者」とは、特定個人情報等の管理に関する責任を担うも

のをいう。 

（９） 「事務取扱担当者」とは、個人番号を取り扱う事務に従事する者をいう。 

（１０） 「個人番号関係事務」とは、番号法第９条第３項の規定により個人番号

利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う

事務をいう。 

（１１） 「管理区域」とは、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管

理する区域をいう。 

（１２） 「取扱区域」とは、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をい

う。 

 

（社労士会が個人番号を取り扱う事務の範囲） 

第 ４ 条  社労士会が個人番号を取り扱う事務の範囲は、次の表の左欄に掲げる事

務の区分に応じ、同表の右欄に掲げる事務及びこれらの事務に付随して行う

事務（特定個人情報を取り扱う事務を含む。）とする。 

1.役職員（扶養家族を含む。）

に係る個人番号関係事務 

①雇用保険届出事務（適用、給付及び助成金に関する事

務を含む。） 

②健康保険・厚生年金保険及び国民年金第 3 号被保険者

届出事務（適用、給付及び助成金に関する事務を含む。） 

③労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

④給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 

⑤扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書兼給与

所得者の配偶者特別控除申告書作成事務等 

⑥特別徴収への切替申請書作成事務等 

⑦退職所得に関する申告書作成事務等 

⑧財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書、

届出書及び申込書作成事務等 

⑨中小企業退職金共済における被共済者退職届の作成事

務 

2.役職員以外の個人に係る個

人番号関係事務 

①給与所得の源泉徴収票作成事務 

②報酬等の支払調書作成事務 
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（社労士会が取り扱う特定個人情報等の範囲） 

第 ５ 条  前条に定める社労士会が個人番号を取り扱う事務において使用される

特定個人情報等の範囲は、次の各号のとおりとする。 

（１） 役職員の氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、雇用保険被保険

者番号及び賃金額 

（２） 役職員の被扶養者の氏名、生年月日、性別、続柄、住所及び収入額 

（３） 役職員の配偶者である被扶養者の基礎年金番号 

（４） その他前条に定める事務を行うために必要とされる特定個人情報 

  

第２章 安全管理措置 

第１節 組織的安全管理措置及び人的安全管理措置 

 

（事務取扱責任者） 

第 ６ 条  事務局に事務取扱責任者を置く。 

２  事務取扱責任者は、会長が指名する。 

３  事務取扱責任者は、特定個人情報等がこの規程に基づき適正に取り扱われ

るよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 

（事務取扱担当者） 

第 ７ 条  事務取扱担当者は、事務取扱責任者が指名する。 

２  事務取扱担当者は、特定個人情報等の保護に十分な注意を払ってその業務

を行わなければならない。 

３  事務取扱責任者は、事務取扱担当者を変更する場合は、新たに事務取扱担

当者となる者に対して確実に引継ぎを行わせなければならない。事務取扱責

任者は、当該引継ぎが行われたことを確認しなければならない。 

 

（研  修） 

第 ８ 条  社労士会は、事務取扱責任者及び事務取扱担当者に対して本規程を遵守

させるために、定期的な研修の実施及び情報提供等を行い、特定個人情報等

の適正な取扱いを図るものとする。 

 

（取扱状況及び運用状況の記録） 

第 ９ 条  事務取扱担当者は、当該特定個人情報の入手日及び廃棄日等適正な取扱

状況を確認するために必要な事項を記録し、保存しなければならない。 
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（取扱状況の確認） 

第１０条  会長は、特定個人情報等の取扱状況について、１年に１回以上確認を行

わなければならない。 

 

（特定個人情報等の秘密保持義務） 

第１１条  事務取扱責任者及び事務取扱担当者は、番号法に基づき特定個人情報等

の適切な管理を行うとともに、業務上知り得た特定個人情報等を、この規程

で定める業務以外の目的のために使用し、他に漏らし、又は盗用してはなら

ない。 

２  前項の規定は、担当を外れた場合又は退職後においても同様とする。 

 

（情報漏えい事案等への対応） 

第１２条  事務取扱担当者は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損による事故

が発生したことを知った場合又はその発生の可能性が高いと判断した場合

は、直ちに事務取扱責任者に報告しなければならない。 

２  前項の報告があったときは、事務取扱責任者は、その旨を直ちに会長に報

告するとともに、速やかに当該事故に関する調査を行い、その結果を会長に

報告をしなければならない。 

 

第２節 物理的安全管理措置 

 

（特定個人情報等を取り扱う区域の管理） 

第１３条  社労士会は、管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域に対し、

次の各号の措置を講じる。 

（１） 管理区域については入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器及び電子媒体

等の制限をすること。 

（２） 取扱区域については、座席配置を工夫すること。 

  

（機器及び電子媒体等の盗難等の防止） 

第１４条  社労士会は、管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う

機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するため、次の各号の措

置を講じる。 

（１） 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等を施錠できるキャビ

ネット又は書庫等に保管すること。 

（２） 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムが機器のみで運用されてい

る場合は、セキュリティワイヤー等により固定すること。 
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（電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止） 

第１５条  特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持出し（特定個人情

報等を、管理区域又は取扱区域の区域外へ移動させることをいう。）は、行

政機関等への届出書類の提出等、社労士会が実施する個人番号関係事務に関

して個人番号利用事 務実施者に対しデータ又は書類を提出する場合を除

き、禁止する。 

２  特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持出しを行う場合に

は、次の安全策を講じるものとする。ただし、行政機関等に法定調書等をデ

ータで提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従うものと

する。 

（１） 特定個人情報等が記録された電子媒体を安全に持ち出す方法 

① 持出しデータの暗号化 

② 持出しデータのパスワードによる保護 

③ 施錠できる搬送容器の使用 

④ 追跡可能な移送手段の利用 

（２） 特定個人情報等が記載された書類等を安全に持ち出す方法 

    封緘又は目隠しシールの貼付 

 

（個人番号の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄の確認） 

第１６条  個人番号の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄については、会長の確

認を得なければならない。 

 

 

第３節 技術的安全管理措置 

 

（アクセス制御並びにアクセス者の識別及び認証） 

第１７条  特定個人情報等へのアクセス制御並びにアクセス者の識別及び認証は、

次の各号のとおりとする。 

（１） 特定個人情報等を取り扱う機器を特定し、その機器を取り扱う事務取扱担

当者を限定すること。 

（２） 機器に標準装備されているユーザー制御機能（ユーザーアカウント制御）

により、情報システムを取り扱う事務取扱担当者を限定すること。 

 

（外部からの不正アクセス等の防止） 

第１８条  社労士会は、次の各号により、情報システムを外部からの不正アクセス

又は不正ソフトウェアから保護するものとする。 

（１） 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を
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設置し、不正アクセスを遮断すること。 

（２） 情報システム及び機器にウイルス対策ソフトウェア等のセキュリティ対策

ソフトウェア等を導入すること。 

（３） 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける

不正ソフトウェアの有無を確認すること。 

（４） 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、

ソフトウェア等を最適化すること。 

（５） ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知すること。 

 

（情報漏えい等の防止） 

第１９条  社労士会は、特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する

場合には、次の各号の措置を講ずることにより、通信経路における情報漏え

い等及び情報システムに保存されている特定個人情報等の情報漏えい等を

防止するものとする。 

（１） 通信経路の暗号化 

（２） 情報システムに保存されている特定個人情報等データの暗号化又はパスワ

ードによる保護 

 

 

第３章 特定個人情報の取得 

 

（特定個人情報の利用目的） 

第２０条  社労士会が、役職員又は役職員以外の個人から取得する特定個人情報の

利用目的は、第４条に定める個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。 

 

（特定個人情報の取得時の利用目的の通知等） 

第２１条  社労士会は、特定個人情報を取得する場合は、その利用目的を文書で通

知する。 

２  社労士会は、利用目的の変更を要する場合、当初の利用目的と相当の関連

性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通

知又は公表を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を

利用することができる。 

 

（特定個人情報の収集制限） 

第２２条  社労士会は、第４条に定める事務を処理する場合に限り、特定個人情報

を収集することができる。 
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（個人番号の提供を求める時期） 

第２３条  社労士会は、第４条に定める事務を処理するために必要があるときに個

人番号の提供を求めることとする。 

２  前項の規定にかかわらず、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、

契約を締結したとき等当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供

を求めることができるものとする。 

 

（本人確認） 

第２４条  社労士会は、個人番号を取得するときは、番号法第 16 条に定める各方

法により、役職員又は役職員以外の個人の個人番号の確認及び身元確認を行

うものとする。代理人についても同様の方法により、当該代理人の身元確認、

代理権の確認及び本人の個人番号の確認を行うものとする。 

 

（取得段階における安全管理措置） 

第２５条  特定個人情報の取得段階における安全管理措置は、第２章（安全管理措

置）に従うものとする。 

 

 

第４章 特定個人情報の利用 

 

（個人番号の利用制限） 

第２６条  社労士会は、第２０条に定める利用目的の範囲内でのみ特定個人情報を

利用するものとする。 

 

（特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第２７条  社労士会は、第４条に定める事務を実施するために必要な範囲でのみ、

特定個人情報ファイルを作成することができるものとする。 

 

（利用段階における安全管理措置） 

第２８条  特定個人情報の利用段階における安全管理措置は、第２章（安全管理措

置）に従うものとする。 

 

 

第５章 特定個人情報の保管 

 

（特定個人情報の保管） 

第２９条  社労士会は、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期
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間を経過するまでの間は、システム内においても特定個人情報を保管するこ

とができる。 

２  社労士会は、番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人

確認書類の写し、社労士会が行政機関等に提出する法定調書の控え及び当該

法定調書を作成する上で事業者が受領する個人番号が記載された申告書等

を特定個人情報として保管することができる。 

 

（保管段階における安全管理措置） 

第３０条  特定個人情報の保管段階における組織的安全管理措置及び人的安全管

理措置は、第２章（安全管理措置）に従うものとする。 

 

 

第６章 特定個人情報の提供 

 

（特定個人情報の提供制限） 

第３１条  社労士会は、番号法第１９条各号に掲げる場合を除き、特定個人情報を

第三者に提供しないものとする。 

 

（提供段階における安全管理措置） 

第３２条  特定個人情報の提供段階における安全管理措置は、第２章（安全管理措

置）に従うものとする。 

 

 

第７章 特定個人情報の開示 

 

（特定個人情報の開示） 

第３３条  社労士会は、本人から当該本人が識別される特定個人情報に係る特定

個人情報について開示を求められた場合は、遅滞なく、当該情報の情報主体

であることを厳格に確認した上で、当該本人が開示を求めてきた範囲内でこ

れに応ずるものとする。 

 

 

第８章 特定個人情報の廃棄又は削除 

 

（特定個人情報の廃棄又は削除） 

第３４条  社労士会は、第４条に規定する事務を処理する必要がある範囲内に限

り特定個人情報等を収集又は保管し続けるものとする。なお、書類等につい
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て所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものについては、こ

れらの書類等に記載された個人番号は、その期間保管するものとし、それら

の事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められてい

る保存期間を経過した場合には、当該個人番号を速やかに廃棄又は削除する

ものとする。 

 

（廃棄又は削除段階における安全管理措置） 

第３５条  特定個人情報の廃棄又は削除段階における安全管理措置は、第２章（安

全管理措置）に従うものとする。 

 

 

第９章 特定個人情報の取扱いの委託 

 

（役職員への本人確認の委託） 

第３６条  社労士会は、役職員に対して、役職員の配偶者である国民年金第３号被

保険者の特定個人情報の収集及び本人確認を委任するものとする。 

 

第１０章  雑  則 

 

（変更後の個人番号の届出） 

第３７条  役職員は、個人番号が漏えいした等の事情により、自ら又は扶養家族の

個人番号が変更された場合は、変更後の個人番号を遅滞なく社労士会に届け

出なければならない。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は平成２８年９月２９日から施行する。 
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会員の派遣および推薦基準に関する規則  

 

（目 的） 

第 １ 条  この規則は、各行政機関および他団体等から、社会・労働保険等の専門

家としての会員の派遣を、社会保険労務士会に依頼された場合に関する必

要な事項を、定めるものとする。 

 

（会員派遣の運営） 

第 ２ 条  原則、会長が会員の派遣の決定を行うが、担当委員会が決定する場合も

ある。この場合、会長の承認を得る。 

また、各支部へ第３条（推薦基準）に基づき、選任の依頼及び選任された

会員に対しての、意見を聴く場合がある。この場合も、最終的には会長の

承認を得る。 

 

 

（推薦基準） 

第 ３ 条  会員派遣の推薦は、次の基準を満たす者を優先に行う。 

（１） 会の行事に積極的に参加・協力し、毎年開催される通常総会に出席してい

ること。 

（２） 社会保険労務士会が開催する必須研修等に年度毎に２回以上出席している

こと。 

（３） 年度更新、年金等の委託業務に積極的に協力していること。 

（４） 社会保険労務士会の委員会に所属し、かつ出席率が 70％以上であること。 

（５） 社会保険労務士会の会費の未納がないこと。 

（６） 社会保険労務士賠償責任保険に加入していること。 

（７） 懲戒処分を受けていないこと。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規則は、令和６年１月１５日から施行する。 
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苦情処理相談窓口設置規程 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、福井県社会保険労務士会会則第４２条の２第２項の規定に

基づき、苦情処理相談窓口（以下「窓口」という。）の運営に関する必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

（苦情処理相談窓口責任者） 

第 ２ 条  窓口に、苦情処理相談窓口責任者（以下「責任者」という。）を置く。 

２  責任者は、会長とする。 

 

（責任者の職務） 

第 ３ 条  責任者は、依頼人等の社会保険労務士業務に関する苦情、相談（以下「苦

情等」という。）に責任をもって応ずるものとする。 

２  苦情等は、文書又は口頭によってこれを受け付けるものとする。 

３  依頼人等から苦情等を受けたときは、依頼人等の氏名、連絡先、日時、相

談内容及び回答の内容を「苦情処理受付票」に記録しておかなければならな

い。 

 

（記録の保存） 

第 ４ 条  前条第３項にかかる記録は、その事実を記録した日から５年間保存しな

ければならない。 

 

（会長の職務） 

第 ５ 条  会長は、会員の行為が、会則第３６条から第３８条の４まで（信用失墜

行為の禁止、信頼関係の保持、会則等の遵守、適正な労使関係を損なう行為

の禁止、報酬等の明示及び不当勧誘等の禁止）及び第３９条（非社会保険労

務士との提携の禁止）に違反すると認められるときは、事案の程度に応じ、

会則第４０条（注意勧告）及び第４１条（会員の処分）を行うこととする。 

２  会長は、前項の事案が社会保険労務士法に違反すると認めたときは、速や

かに連合会の綱紀委員会に報告しなければならない。 

３  会長は、会員の処分等を行ったときは、速やかにその事実を依頼人等に知

らせることとする。 
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（連合会への報告） 

第 ６ 条  会長は、苦情を受け付けたとき及び苦情処理を終了したときは、その事

実のあったときから起算して７日以内に、連合会へ報告するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和７年１月１７日から施行する。 
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会 員 親 睦 活 動 支 援 規 程 

 

（目 的） 

第 １ 条  本規程は、福井県社会保険労務士会（以下「本会」という）の会員同士

の様々な親睦活動を支援することにより、世代や所属を越えた人的ネットワ

ークの形成を促進し、会員の主体的な関与と本会の活性化を図ることを目的

とする。 

 

（対象活動） 

第 ２ 条  支援の対象となる活動は、次の各号すべてに該当するものとする。 

（１） 規模  会員３人以上が参加すること（会員以外の者が参加するものでも

可） 

（２） 内容  社会保険労務士としての品位を欠くものでないこと 

（３） 代表者 会員の中から代表者 1 名を立てること 

（４） 単位  対象とする活動の単位は 1 回とし、回数に上限は設定しないこと

（同じ内容でも複数回認める） 

（５） リアル 仮想空間で行われるものではなく、現実空間で会員同士が面会す

ること 

（６） 紹介  活動を広報誌等で紹介されることに全員（写真等の個人情報が掲

載される者に限る）が同意すること 

２  前項第２号に定める内容は次のいずれかの分野とする。なお、活動に事故の

リスクが伴うものについては損害保険に加入することを推奨する。 

（１） 文化・芸術（例：伝統工芸、音楽鑑賞、読書会等） 

（２） 運動・健康（例：登山、ウォーキング、スポーツ観戦等） 

（３） 食・嗜好（例：食事会、試飲会等） 

（４） 地域交流・ボランティア活動 

（５） その他、本会が適当と認めるもの 

 

（支援内容） 

第 ３ 条  支援の内容は次のとおりとする。 

（１） 活動に要する経費補助 

参加人数 （会員のみ）×３，０００円/人 
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（２） 活動参加を呼び掛ける支援（希望する場合） 

イ） 本会会員へメール送信（事務局より） 

ロ） 各研修会終了後の広報（チラシの配布を含む） 

ハ） 本会ＨＰ（会員用サイト）に掲載 

ニ） 社労士ふくい、支部だよりに掲載 

 

（事前届出） 

第 ４ 条  支援を希望する代表者は、対象となる活動を実施する前に、福井県社会

保険労務士会事務局宛に、メールで次の事項について届け出るものとする。

なお、届出に係る様式は定めず、メール本文に次の事項すべてを記載するこ

とで足りる。 

（１） 代表者氏名 

（２） 参加を予定している全員の会員氏名 

（３） 活動内容 

（４） 活動予定日 

 

（申請手続） 

第 ５ 条  支援を希望する代表者は、所定の「活動支援申請書」に必要事項をすべ

て記入（写真を含む）の上、福井県社会保険労務士会事務局宛にメールで提

出するものとする。 

２  申請は４月１日から２月末日の間で、かつ活動実施日から起算してひと月

以内に行わなければならない。 

３  「会員親睦活動支援申請書」に記載した内容（個人情報を含む）は、社労

士ふくい、福井県社会保険労務士会のホームページ（会員用サイト）、本会

の広報、その他本会の活性化のために利用されることに同意することを条件

とする。 

 

（審査） 

第 ６ 条  提出された申請書類は、総務委員会において審査を行い、総務委員長が

予算の範囲内で経費補助支給の可否を決定する。 

 

（支払） 

第 ７ 条  第 3 条に定める経費補助は代表者名義の口座へ振り込むものとする。 
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２ 前項の振込は、審査の結果、支給の決定を受けた翌月に行う。 

 

（支援の取消） 

第 ８ 条  第６条による審査の結果、経費補助の支給が決定された場合であって

も、活動内容その他の事項について、虚偽その他不適切な事実等が認められ

た場合には、当会は経費補助の支給決定を取消すことができる。 

２  前項により支給決定を取り消された場合は、代表者はその全額を本会に返

還するものとする。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、令和７年１０月１日から施行する。 
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経 理 細 則 

 

第１章  総  則 

 
（目 的） 

第 １ 条  この細則は、福井県社会保険労務士会(以下「本会」 という。) の会計

処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（適 用） 

第 ２ 条  この細則は、次に掲げる経理に関する事項について適用する。 

（１） 金銭及び有価証券の出納及び保管 

（２） 資金の調達及び運用 

（３） 債権及び債務の管理 

（４） 物品の購入及び頒布並びに出納及び保管 

（５） 固定資産の取得、保管、償却及び除去 

（６） 会計帳簿の記録、整理及び除去 

（７） 予算の編成及び執行 

（８） 決算の実施及び財務諸表の作成 

（９） その他経理に関する業務  

 

（会計処理基準） 

第 ３ 条  本会の会計処理の手続は、「公益法人会計基準」に準拠する。ただし、

収益事業については、「企業会計原則」に準拠する。 

 

（会計年度） 

第 ４ 条  本会の会計年度は、本会会則（以下「会則」という。）第４６条により、

毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

(会計区分) 

第 ５ 条  本会の会計は、一般会計及び特別会計に区分する。 

（１） 一般会計 一般会計とは、本会の経常活動に関する財務会計をいう 

（２） 特別会計 特別会計とは、会則第５２条により、特に目的を定めて実施

する事業活動に関する財務会計をいう。 

 

 



 

- 96 - 

 

(経理業務の分掌) 

第 ６ 条  経理業務責任者は、次のとおりとする。 

（１） 契約の締結に関する命令責任者              会   長 

（２） 金銭の出納及び出納に関する命令責任者        会  長 

（３） 金銭、固定資産および物品に関する出納、保管責任者  事務局長 

（４） 経理全般の記帳に関する記帳責任者          事務局長 

２  事務局長は、会計記帳及び金銭の出納、直接の物品出納を取り扱わせるた

め担当者を定めなければならない。 

（代  決） 

第 ７ 条  前条の経理業務責任者又は会計担当者が、出張、休暇その他事故のため、 

一時的にその職務に従事することができない場合は、その職務の代行を定め

なければならない。 

 

 

第２章  勘定科目及び会計帳簿 

 
（勘定科目） 

第 ８ 条  経理業務を処理するために会計帳簿に設ける勘定科目は、「公益法人会

計基準」の勘定科目に準ずる。 

（会計帳簿） 

第 ９ 条  本会には、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要なる事項を明瞭かつ整然

と記録しなければならない。 

（１） 総勘定元帳 

（２） 現金出納帳、預金出納帳 

（３） 収支予算の管理に必要な帳簿 

（４） 物品受払台帳 

（５） 固定資産台帳 

（６） 会費台帳 

（７） その他必要な帳簿類 

 

（会計伝票） 

第１０条  経理業務を処理するために使用する伝票は、「振替伝票」とする。 

 

（会計伝票の作成） 

第１１条  会計伝票は、証拠書類に基づいて作成するものとし、事務局長及び会長

の承認を得なければならない。 
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（会計帳簿の保存期間） 

第１２条  会計帳簿等及び会計伝票の保存期間は、１０年とする。 

（１） 会計伝票、総勘定元帳、支払に関する請求書及び領収書。 

（２） 現金出納帳、預金出納帳、収支予算の管理に必要な帳簿、物品受払台帳、

固定資産台帳、会費台帳、その他必要な帳簿・証拠書類。 

 

 

第３章  出納・試算表 
 

 

（金銭の範囲） 

第１３条  この細則において金銭とは、現金、預貯金、小切手、郵便為替証書等を

いう。 

 

 

（金銭の収納） 

第１４条  金銭の収納は、会計担当者が作成した伝票及び証拠書類に基づいて処理

し、事務局長の認印を受けなければならない。 

２  金銭の収納については、その内容を調査決定した後、所定の領収書を作成

し、支払人に交付するものとする。 

 

（金銭の支払） 

第１５条  金銭の支払は、事務局長又は会長が認印した振替伝票及び証拠書類に基

づいて処理するものとする。 

２  金銭による支払をしたときは、支払先の正規の領収書を受領しなければな

らない。ただし、正規の領収書の取得が困難であると思われるやむを得ない

理由のあるものについては、当該担当者の記名押印による代用領収書(支払

証 明書)によることができる。 

３  金銭の支払は、原則として現金及び振込によるものとする。 

 

（支払日） 

第１６条  金銭の支払は、原則として、毎月一定の期日に行うものとする。 

 

（手持現金） 

第１７条  手持現金は、当座の必要額を除き遅滞なく銀行に預け入れなければなら

ない。 
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（残高照会） 

第１８条  会計担当者は、金銭出納のある日ごとに出納事務終了後、現金の実際有

高と現金出納帳残高と照合しなければならない。 

２  会計担当者は、毎会計年度末又は必要に応じて預金残高証明書により預貯

金残高と帳簿残高と照合しなければならない。 

 

（試算表、予算実行集計の提出） 

第１９条  事務局長は、毎月末日現在における残高試算表を作成し、翌月１５日ま

でに会長に提出しなければならない。 

 

（金銭等の保管） 

第２０条  金銭、預金通帳、その他金銭出納に関する重要なものは、事務局長が金

庫に保管し、銀行取引等に使用する届出印は、会長が直接保管する。 

 

（資金の借入) 

第２１条  資金の借入については、総会の議を経た限度額内において借入れること

ができる。 

 

 

第４章  固定資産 
 

 

（固定資産の範囲） 

第２２条  この細則において固定資産とは、土地、建物、建築物、器具、備品、車

両、借地権、借家権、電話加入権及びこれに準ずるものをいう。 

２  耐用年数１年未満又は１個若しくは１組の取得価額が１０万円未満の資

産は、原則として固定資産として取扱わないものとする。 

 

（取得価額） 

第２３条  固定資産の取得価額は、次によるものとする。 

（１） 購入によるものは、その購入価額及び付帯費 

（２） 工事又は工作によるものは、その工事又は工作費及び付帯費 

（３） 無償取得によるものは、取得したときの適正な評価額 

 

（取得及び処分） 

第２４条  土地及び建物の取得、移管、売却、贈与、廃棄、貸与、賃貸借、担保の
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設定等は、理事会の承認を受けなければならない。 

２  前項以外の固定資産の取得、移管、売却、贈与、廃棄、貸与、賃貸借等は、

会長の承認を受けなければならない。 

 

（減価償却） 

第２５条  固定資産は、毎会計年度減価償却しなければならない。 

２  減価償却は、定率法によるものとし、償却に用いる耐用年数、償却率及び

残存価額は法人税法の定めに準ずる。 

 

（固定資産台帳） 

第２６条  固定資産については、固定資産台帳を備え、各物件の種類、名称、取得

価額等を明記しなければならない。 

 

（固定資産の管理） 

第２７条  固定資産に関する保管責任者は、その所管の固定資産について、善良な

る管理者の注意をもって、管理しなければならない。 

２  事務局長は、固定資産について、滅失、損傷等の事実を発見した場合は、

遅滞なく会長に報告しなければならない。 

 

（現物照合） 

第２８条  事務局長は、固定資産の毎年3月末日現在の状況について固定資産台帳

と現物照合しなければならない。 

 

（資本的支出） 

第２９条  固定資産の使用可能期間を延長し、又はその価格を増加させる部分に対

応する金額は、固定資産として処理する。 

 

（損害保険） 

第３０条  火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な額

により保険を付さなければならない。 

 

 

第５章  物  品 
（物品の範囲） 

第３１条  この細則において物品とは、第２２条に定める固定資産以外のものをい

う。 
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（物品の購入） 

第３２条  物品の購入は、原則として事務局長が行うものとする。 

２  物品の売却又は廃棄等の処分をしようとするときは、事務局長の承認を得

なければならない。 

 

（物品の管理） 

第３３条  会計担当者は、物品を適性に保管し、その用途に応じて最も効率的に運

用しなければならない。 

２  会計担当者は、物品の受払についてその個々の受払の記録を物品受払台帳

に記入しなければならない。ただし、事務用消耗品の受払については、善良

な管理者としての注意をもってこれに当り、物品受払台帳の記入を省略する

ことができる。 

３  会計担当者は、物品について紛失、接損、盗難、変質、陳腐化等の事故を

発見した場合は、遅滞なく会長に報告しなければならない。 

 

 

第６章  予算・決算 
（予算の決定） 

第３４条  予算は、会則の定めるところにより総会の承認を経なければならない。 

 

（予算決定前の支出） 

第３５条  予算は、事前議決主義を原則とするが、会則第５１条の規定により新年

度発足後予算が成立するまでの間は、通常の会務を執行するに必要な経費

の金額に限り支出することができる。 

 

（予備費） 

第３６条  予見することができない事由による支出予算の不足に充てるため、予備

費を設けることができる。 

２  予備費から支出する場合は、理事会の承認を受けなければならない。 

 

（予算の流用） 

第３７条  支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

ただし、予算の執行上適当かつ必要である場合は、予算科目の中科目、小科

目については相互に流用することができる。 

 

(予算の補正) 

第３８条  会長はやむを得ない理由により予算の補正を要するとき、補正予算案を編
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成して総会に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

(決算書類の作成) 

第３９条  事務局長は毎年４月２０日までに、次の決算書類の原案を作成し、会長

に提出するものとする。 

（１）収支計算書 

（２）貸借対照表 

（３）財産目録 

（４）正味財産増減計算書 

２  決算書類は、会則の定めるところにより監事の監査を経て、総会の承認を

得なければならない。 

 

 

第７章  雑 則 

 
（この細則の疑義の決定) 

第４０条  この細則に定められた事項等について疑義を生じたときは、理事会の定

めるところによる。 

 

（細則の改廃） 

第４１条  この細則を改廃しようとするときは、理事会の承認を得なければならな

い。 

 

附  則 

 

この細則は、令和２年９月１７日から施行する 

 


